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1 シンポジウムの記録 

1.1 開催概要 

 

タイトル 
せたがや自治政策研究所 発足記念シンポジウム 

「自治体を経営する～自治の未来と協働のゆくえ～」 

日時 平成 19年 11月 10日(土) 午後 1:00～4:30 

会場 烏山区民センター3階 集会室 

主催 世田谷区・せたがや自治政策研究所 

 

【プログラム】 

12:30 開場 

13:00 開会挨拶 世田谷区長        熊本哲之 

         せたがや自治政策研究所長 森岡淸志 

13:20 特別講演 講師 寄本勝美 

13:45 特別講演 講師 進士五十八 

14:45 パネルディスカッション・質疑・意見交換 

16:30 閉会 

 

特別公演 

テーマ「３つの市民の協働から展望する新しい自治体経営」 

講師 寄本 勝美（早稲田大学政治経済学術院教授） 

テーマ「せたがやまちづくり物語～元気なまちづくりは、元気な区民と職員から～」 

講師 進士 五十八（東京農業大学地域環境科学部教授） 

 

パネルディスカッション 

テーマ「市民との協働を基盤にした新しい自治のかたち」 

【パネリスト】 

   長島 清一（八幡山町会長） 

   松村 拓也（起業・創業支援活動法人「せたがやかやっく」プロジェクトリーダー） 

   光岡 明子（特定非営利活動法人 世田谷 NPO 法人協議会理事長） 

   渡邊 裕司（せたがや自治政策研究所 副所長） 

【進行・まとめ】 

   吉田 賢一（株式会社日本総合研究所 総合研究部門 主任研究員） 
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1.2 開催挨拶１（熊本哲之 世田谷区長） 

 

開会挨拶１ 世田谷区長 熊本哲之 

 

皆様こんにちは。日ごろ大変お世話になって

おります。区長の熊本でございます。今日、せ

たがや自治政策研究所の発足記念シンポジウ

ムを開催致しましたところ、足もとの悪い中を、

このようにたくさんの方々にご出席いただき

まして有難うございます。 

せたがや自治政策研究所は、今年の 4 月に世

田谷区の役所の中に設置したしました。「なぜ

設置したのか」といったことにつきましては、

色々な背景がありますけれども、ご承知のよう

に、今日では少子高齢社会の到来や、道州制の導入やふるさと納税の導入、また、地方分

権の推進等の色々な動きがございますが、区を取り巻く環境が大きく変化してきているこ

とを踏まえ世田谷区といたしまして、「それらに対応するために」、せたがや自治政策研究

所を設置した次第でございます。そうした色々な変化の中で、「これからの世田谷区のまち

づくりをいかに進めるべきなのか」ということを研究していかなければならない時に来て

いると思っているわけでございます。そのためには、何と言いましても、まずは役所の職

員の資質の向上を図り、また、人材育成の面におきましても、他の区に負けないような資

質の向上等に努めていかなければなりません。せたがや自治政策研究所が今年の 4 月に発

足して約半年が経過したわけでございますが、皆様方がこれまで活動されてきた中でお気

づきになった点や、また、「これからの世田谷はいかにあるべきか」ということなどにつき

まして、この機会に活発にご発言いただけるということになればと期待しているところで

ございます。 

今日、こちらのご案内に書いてありますように、シンポジウムでは、地方自治制度やま

ちづくりについてたいへん造詣の深いお二人の先生をお招きし、特別講演をしていただく

ことになっております。テーマが難しいかもしれませんけど、まずはしっかりとお聞きい

ただきまして、そしてその後におけるディスカッションで忌憚のない建設的なご意見を賜

ることができればと思っているところでございます。 

ご承知のように、今年は世田谷区が誕生して 75 周年になります。今日では「文化の世田

谷」、または「スポーツの世田谷」と言われるところまで、区民の方々によって築かれてき

た世田谷でございます。これからも「世田谷に住んでよかった」と言っていただけるよう

な世田谷にするために、魅力あるまち、安全・安心なまちにするために、私達はさらに精

進して参る所存でございます。どうかそうしたことを踏まえまして、皆様方から建設的な
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ご意見等を賜ることができれば幸いだと思っている次第でございます。今日のこのシンポ

ジウムを意義あるものとしてお進めいただくように心からお願いいたしまして、また、今

後の世田谷区政への皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げまして、私からのご挨拶と

させていただきます。よろしくお願い致します。有難うございました。 
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1.3 開催挨拶２（森岡淸志 せたがや自治政策研究所長） 

 

開会挨拶２ せたがや自治政策研究所長 森岡淸志 

 

こんにちは。せたがや自治政策研究所長の森

岡と申します。本日は雨の中、また、お忙しい

中ご来場いただきましてまことに有難うござ

います。この後、早稲田大学の寄本先生、それ

から東京農業大学の進士先生に特別講演をお

願いいたしておりますが、両先生に改めまして

感謝を申し上げます。 

せたがや自治政策研究所の発足シンポジウ

ムに先立ちまして、一言ご挨拶をさせていただ

きます。私達が今生きている時代というものは、

後の世の人々から｢大変な時代だった｣と言わ

れるような、そういう時代ではないかと思います。少子高齢化が進み、その対応に追われ、

また、環境保全が地球規模から身近な地域にいたるまで重要な課題として登場しており、

さらに大都市部と地方の町村との格差のない行政システムが壊れるなど、大きな課題や難

題が山積みであります。ただ今熊本区長からお話がありましたように、こうした時代の中

で、私達の様々な課題を解決していくための方策として出て参りましたのが、地方分権と

いうことになります。地域の課題は地域で責任を持って解決していく、地域を経営してい

く、それが地方分権を進める意義でございまして、この地方分権を世田谷区民のために最

大限活用することが求められているのではないかと思います。 

私は首都大学東京で社会学を研究しておりますけれども、外から世田谷区を見ておりま

した時には、「東京の中で最大の自治体であり、住宅や介護、文化、福祉といった政策を先

んじて進めてこられたという自治体だ」という印象を持っておりました。この 4 月に、せ

たがや自治政策研究所が新たに設置されて活動がスタートいたしましたのは、この大変な

時代にこそ、世田谷が先頭に立って地方分権を生かして様々な地域の課題を解決していく

仕組みを皆様と共に創っていくためでございます。役所はもちろんでありますが、商店街

や地域の活動を支えている団体の皆様、企業、学校の方、そして何よりも一人ひとりの区

民の皆様と力を合わせていきたいと考え、せたがや自治政策研究所では区と区民との協働

の推進、区民主体のまちづくりの一層の発展を目指しまして、中・長期を展望した基本調

査と政策研究を実施していく所存でございます。 

そのための取組として、一つは区役所の内部をターゲットにいたしました調査研究があ

ります。区の様々な分野から求められるような調査研究や、これからの政策に活用できる
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資料の収集・分析を通しまして、より有効な区の政策形成のための基盤を作ろうと思って

おります。もう一つは地域社会にターゲットを置く調査研究がございます。地域の皆様と

このような取組を通じまして「知のネットワーク」を広げていきたいと思っております。

この世田谷に住む、あるいは働き集う様々な人々、あるいは団体が持つ情報や経験や知恵

を収集しまして、それを整理しながら政策研究に関わる情報を蓄積し、また、発信したい

と考えています。 

せたがや自治政策研究所には、4 つの機能がございます。1 つめが調査・政策研究機能、

2 つめが情報収集・発信機能、3 つめが政策立案支援機能、４つめが人財育成機能でござい

ます。この 4 つの基本的機能をうまく発揮いたしまして、その役割を果たすため、段階的

に活動を展開していきたいと思っております。初年度である今年は、国勢調査データを活

用した世田谷区の地域特性の析出や、少子化と就業女性のネットワークなど、4 本の研究を

スタートさせております。この 2 年間を、研究所の基盤づくりを重点的に進める期間とし

て、調査研究の体制や手法、情報収集と発信などの方策を学んで試行を繰り返すなどの時

期としたいと思っております。この 2 年間で、研究所としての活動作りの基盤を固めてい

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

研究体制といたしましては、区の職員 6 名の他、専門研究員 1 名、それから首都大学東

京、民間のシンクタンクなどと連携をした体制を組みまして、専門性を確立し、「行」－「学」

－「民」で連携し、新たな知恵を挿入した機動的な体制で臨み、世田谷の自治の未来、協

働の発展のために尽くして参りたいと思います。 

会場に自治体の関係の方や大学の関係の方もいらっしゃると思います。今後、皆様とも

広く協力・連携させていただくことができますよう願っております。本日は最後までシン

ポジウムを聞いていただきますようお願いいたしまして、ご挨拶と致します。有難うござ

いました。 
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1.4 特別講演１（寄本勝美 早稲田大学政治経済学術院教授） 

 

特別講演１ 

「3 つの市民の協働から展望する新しい自治体経営～役割相乗型社会の

建設」 

講師：寄本勝美（早稲田大学政治経済学術院 教授） 

 

（１）はじめに 

皆さんこんにちは。寄本でございます。今では

大分よくなりましたが、ちょっと病気をしていた

ものですから、お話がまだはっきりしないところ

でございまして、申し訳ございません。 

病気をしていた頃、辛い時もございまして、駅

で動けない時がありました。その時に、大変に嬉

しかったのは、声をかけてくれたやさしい人がい

たことです。ご挨拶して手を差し伸べて下さり助

けられたのですが、大変嬉しく思っております。

その時に思ったのですが、ハンカチをこうしてパ

ッと見えるように出したら、「この人は何か助けを求めている」ということが分かるような、

そういうサインのようなものを作ることができたらよいと思うのです。駅で辛い時に、「す

みません」と人に声をかけようとしても、周りの音がうるさくて、なかなか通じない時が

あります。だからこのようにハンカチをパッと出したら、その人が何か助けを求めている

ということが分かるようにすればよいと思うのです。そうすると、助けてもらった人も嬉

しいですけれども、助けをするために手を差し出した人も、良いことをしたわけですから、

もっと嬉しくて気持ちがよいと思うのです。私は高田馬場駅をよく使うのですが、そこは

目の不自由な人が多いところですので、逆に私が手を貸して差し上げることがあります。

そうするとやっぱり自分の気持ちがよくなるのです。そうした状況に出くわすと、手を借

りたい人を助けることを心がけています。 

さて、こういう話をいたしておりますとだんだん時間がなくなって参りますので、本題

の方に入らせていただきます。これから「3 つの市民の協働から展望する新しい自治体経営

～役割相乗型社会の建設」というテーマで、レジュメに沿ってお話をさせていただきます。 

 

（２）「役割相乗型社会」とは 

私は、社会のあり方として、「役割相乗型社会」を作らなければいけないと前々から思っ

ておりました。「役割相乗」とは「役割と役割を掛け合わせる」ということです。「自分が

こうやると、相手はこうやってくれる」といった気持ちや行為を掛け合わせることによっ
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て、同じ努力をしても努力の結果が大きくなるのだと思います。例えば、リサイクルとい

ったものは、その最たるものだと思います。消費者は色々とモノを買う時に気をつけます

が、やはりモノを作る側が、消費者の気持ちを大切にするようなモノを作るようにしなけ

ればいけない。そうするとモノを作る時に、消費者の要望を受けて作るメーカーサイドと、

そしてごみを出さないような努力をする消費者サイドが噛み合わさるようになりますと、

リサイクルというものは、もっとやりがいのある、もっと効果が得られるものに変わって

いくと思います。「役割相乗」というのは、そういうことを指します。単に役割の「分担」

と言うより、私は「相乗」の方が好きなのです。単なる「分担」でなくて、役割というも

のを掛け合わせる仕組みづくりが大切だと思うのです。まちづくりやリサイクルをはじめ、

我々は自分のことばかり考えないで、できるだけ自分達の活動が、心の問題を含めた大き

な効果を得られるような、社会の仕組みを作っていかなければならないと思います。 

 

（３）生活問題を「公共」の問題として捉えなおす 

「私助」や「互助」ということがことさらに強調されていますが、「役割相乗型社会」を

作るためには、もっと「私」が「私」を救うような仕組みやルールが大切ではないかと思

います。「自助や互助を強調しなければ、行政にサービスを要求するばかりになってしまう。

そうするともはや行政だけではどうしようにもやっていけない、財政を健全化するために

はもっと自助と互助をやってもらわないと困る」というように言われたことがありますが、

私はそれに反対ではありません。「私助」や「互助」は大切ですが、その前に改めて、「公

共」の問題として捉えた方がよいと思うのです。「公共」の問題として捉えて、その中で「『私』

は何を担い、『民』は何をし、そして『官』は何をやっていくか」ということを考えていか

なければいけないのではないかと思います。つまり、いきなり「私助」や「互助」を強調

されては、住民の負担ばかり大きくなるという問題もありますし、問題を今ここで捉え直

さないと、ただ表面的なものだけに取り組むという恐れもあるわけです。 

いったん、「公共」の問題として受けとめるとは言っても、「公共」の問題としてなった

ものすべてが行政の責任になるわけではもちろんありません。私は長年、ごみ問題やリサ

イクルに関する研究をしておりますので、それを例に挙げますと、ごみは確かに「私」の

問題です。ごみ収集車に乗ると本当に実感するのですが、家庭からは食材等がごみとして

たくさん捨てられます。財団法人ベターホーム協会の調査によりますと、1 世帯あたり、1

ヶ月に 3 千円程度の食材が捨てられているとのことです。「モノを大切にする」といったこ

とを、私達は自分達でできるわけですから、これは実践しなければなりません。しかし、

だからといって「私」だけの領域でこの問題が片付くかといえば、そうではありません。

先ほどお話したように、モノを作る側の段階からも考えなければなりません。民間企業の

場合は、今はまだ「私助」や「互助」の範囲に入ってくると思いますが、問題はそういう

民間の人たちが行動を起こさないことにあります。あるいは「やはり公的な関与をしない

とやっていけない」という問題も少なからずあります。そういう問題に関しては、行政の
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側からの責任ということになってくるのでしょうが、いずれにしましても、まずは「公共」

の問題として受け入れまして、それを「民」とか「官」とかに分けて考えていき、「『官』

でなければできないような問題」については、行政がそれを引き受けていくといったよう

な仕組みを作っていく必要性があると思います。 

 

（４）２つの公共性とその担い手 

今日のレジュメには、「2 つの公共性とその担い手」ということを書いております。私が

作った概念で、「私的公共性」と「公的公共性」という言葉を挙げています。あまり馴染み

の無い日本語ですが、ちょっとうまいことを言っていると思うのですが、いかがでしょう

か。つまりこれは、｢公共｣の問題として考えていかなければならないものには、「私的公共

性」の領域と、「公的公共性」の領域の大きく 2 つに分かれるのではないかと思っています。

「公共」の問題だからといって、いきなり「官」が担うのではなく、「公共」の問題は「公

共」の問題として捉えますが、まだ「私」の領域に留まっているもの、「私」が第一の責任

者として対応していくものに関しては、「私的公共性」の領域であると考えられるわけです。

例えば、先ほどの私の病気のことも話に出ましたけれども、これも「私的公共性」の部分

があると思います。「駅にいる人が助けてくれる」といったことは、「助けよう」という気

持ちがあればその人は助けてくれるわけですから、「私的公共性」の領域でよいのです。こ

れは｢行政の手助けがないとできない｣というわけではありませんよね。ごみ問題で言えば、

「大切に食べる」とか「無駄な買い物をしない」といったことは自分でできるわけです。

ですから、「公共」とは言っても、「民」の役割で、「民」の責任でできることはあるのです。

しかしながら、「公共」の中には「民」では対応できないものも一杯あります。それはやは

り「公的公共性」の領域であり、「官」の仕事になります。 

 

（５）「民」が 2つの「民」に分化～市民と民間企業 

こういう分け方は、最近になってよく言われはじめましたが、もう少し考えて見ますと、

企業に対する期待が大きくなってきているのが最近の特徴だと思います。「官民協力」とい

った表現があったと思いますが、最近は「民」が 2 つに分かれたと思っております。一つ

は市民の「民」で、もう一つは民間企業の「民」です。 

以前は、民間企業に対して、まちづくりなどを期待するといったことはあまりありませ

んでした。むしろ、民間企業というものは住民運動、市民活動の人たちにとっては、敵の

ように感じるケースもあったわけです。川崎市の例で言いますと、今はもうずいぶんよく

なっておりますが、以前では公害がひどかったこともあり、その当時の市民運動の人たち

が、「企業と一緒に何かやりましょう」などといったことは言いませんでした。また、行政

が色々指導しましても、「企業に対してこういうことを期待する」だとか「企業の社会的な

役割はこういうことである」といったことを、前向きに明るい調子で書いていることは本

当にありませんでした。 
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ところが最近は、同じ川崎市の事情を見ましても、企業に対する期待が非常に高まって

おりまして、企業の社会的役割というものがいかに大きいかというところが強調されてお

ります。そうなりますと、企業に対するイメージもずいぶん違ってくるわけです。もちろ

ん消費者運動が強くなってくると対立する場合もあるでしょうし、厳しく問題を追及しな

ければいけない時もあると思いますけれども、「企業は市民や市民団体にとって別に敵では

ない」、「お互いに手を組んでやっていけるパートナーである」といった考え方が出て参り

まして、それが非常に強くなってきております。そうなりますと、市民の「民」と民間企

業の「民」と、「民」が 2 つに分かれたと考えられるわけです。 

 

（６）3つの市民～生活者市民、企業市民、行政市民 

そう考えますと、「官民」という言葉では言い表せない、市民、企業、そして行政という、

3 つの市民というものに分かれるのであります。言葉を換えれば、｢生活者市民｣、「企業市

民」、「行政市民」というように、分けられることになります。 

まず「生活者市民」ですが、これは普通の個人としての市民であり、町会などの団体の

役割もとても大きいわけであります。また NPO や NGO もここに入れてよいと思います。

「生活者市民」という言葉は、ただ「市民」というよりも、リアルに伝わってくるもので

あります。 

さらに、先ほどお話したように、「企業も市民である」という考え方が強くなって参りま

した。「シチズンコーポレイト」あるいは「コーポレイトシチズン」とも言いますが、これ

は「企業も市民としての役割を担ってもらわなければ困る」「地域社会に貢献することが企

業の大切な役割の一つ」といったようなことを、ことさらに強調する場合に、「企業市民」

という表現が出てきました。簡単に言えば、社訓とかいったものは、こういう考え方に近

いわけです。「わが社は地域のためにこういった社訓を持っている」といった企業もずいぶ

ん多いのではないかと思います。以前から、企業の社会的な役割や社会的側面は注目され

てはきたのですが、不十分でした。しかし、企業だけが繁栄するという時代は終わりまし

た。これからは、企業は社会的に投資を進めていかなければならないし、また社会に貢献

してこそ尊敬される企業になるわけです。「企業市民」であるためには、優良企業という状

態を超えて、尊敬される企業になっていかなければならない。そういうことを考えますと、

企業はまだまだ不祥事を起こしたり、我々の期待に反したりすることがよくありますので、

そういう事態を無くすためにはどうしたらよいのかということについて、精神主義だけで

なく、しっかりとした仕組みを作っていかなければならないと思います。例えば、企業の

社会的役割を強調するとか、あるいは株主総会の仕組みを変えていくとか、色々なことが

提案されて参りました。そういうことが当たり前であるという雰囲気を作って、企業が、

精神だけの問題だけではなく、制度あるいは仕組みとして社会に貢献する必要があると思

います。 

続いて、「行政市民」について語りたいと思います。これは「公務員も、また市民である」
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ということです。公務員は公務員意識が一番大事であるかもしれませんけれども、公務員

が「市民としての公務員」という意識を強く持っていてくれるならば、私達「生活者市民」

にとっては、どんなにか頼もしい公務員だろうかと思います。まちづくりを考えても、私

達が言ったことに対して、公務員がそれを非常に大切に対応してくれるということは非常

に嬉しいことです。そういう些細な例を見るまでもなく、「公務員ともまた市民である」と

いう感覚と意識を強く持っていただいて、そして単に住民に対して丁寧に応対するだけで

なく、政策立案やまちづくりに是非とも力を発揮していただくといったことが期待されま

す。 

そうなりますと、社会は「生活者市民」と「企業市民」及び「行政市民」の 3 つの市民

で成り立っているというように捉えることができるわけです。その 3 つの市民のそれぞれ

の役割を、何か問題が起こった時に組み合わせまして、「役割相乗型社会」を作っていくと

いうことが公共政策だと思っております。「公共政策とは何か」と問われますと、「3 つの市

民が、問題を機にそれぞれの役割を明確に組み合わせて、そして全体として望ましい政策

を作っていく」というのが公共政策だと考えられるわけです。このせたがや自治政策研究

所の使命というものはそういうところにあるのではないか、と勝手ながらに思っておりま

す。 

 

（７）公共問題へ公・民の対応 

そこで「役割相乗型社会」について、整理してみたいと思います。まずは「生活問題の

公共化」という捉え方が大切です。あらゆる問題は「官」のものでもなく、「公共」の問題

として捉えることが大切だと、先ほど何回も強調いたしました。もっとも全ての問題が「公

共」の問題でもないと思います。例えば、自分の子供を学校に入る時に、「あそこの学校が

よいのではないか」といった選択の問題というものは、これはもう純粋に言って親の問題

でしょう。そのように言えば、我が家の周りの塀をきれいに整備するとか、そういったこ

とは「公共」の問題という前に、「私」の問題であると考えることもできます。ただし、そ

うは言いましても、基本的には「公共」の問題として捉えるべき部分が大きいといえます。

そうしないで、いきなり「自助」や「互助」を強調しますと、一つの問題に大変な負担を

かけてしまうとか、少子化の問題を考えても社会的な思考ができないといった問題が残っ

てしまうわけです。ですから、まずは「公共」の問題として捉えて、そしてそれを「私的

公共性」と「公的公共性」に分けるという対応が必要になります。 

「私的公共性」に関しては、これは「私」の公共ですから、まずは「民」による対応が

求められ、期待されます。ところが公共性には、もう一つ「公的公共性」がある。これは

「民間だけではもうどうにもできない」、「民間が担うにはあまりにもお金がかかりすぎる」、

「解決には公的権力が必要で、権限の無い民間には少し無理だ」といったようなことに関

しましては、言ってみれば一段と公共性の強い領域ということになります。それが「公的

公共性」になるわけですね。 
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「私的公共性」と「公的公共性」の中間に、「私・公の混合領域」というところがござい

ます。これは「私的公共性」と「公的公共性」がミックスしているわけであります。「私」

の責任であり、「私的公共性」として捉えるべき問題ではあるのですけれども、それには「公

的公共性」からの援助や民間の力を生かすような仕組みづくりが期待されています。結局、

「公的公共性」に対しては、「公」による対応、つまり市区町村、都道府県、国による対応

ということになるわけです。第一義的なものとしては、「民」による対応なのか、「公」に

よる対応なのか、どちらかというとこういうことになります。しかし、「公」による対応と

書いておりますけれども、だからと言って公務員だけがそのあり方を決めるわけではあり

ません。「公」による対応の中にも、市民や NPO・NGO の人たちの意見をもっともっと取

り上げられていくことが大いに実現されるべきでありまして、したがって「公」による対

応だから公務員が決める、ということだけでは済むようなものではありません。それに民

間が参加していくということが必要です。例えば、容器包装リサイクル法に関しては、私

もずいぶん色々な会合に出席いたしましたけれども、ただ今国の法律を作る過程において、

市民の参加というものは、以前に比べますと増えてきていると思いますが、まだまだ不十

分です。それから、「民」による対応の部分は、民間による対応が最初にとられるわけです

けれども、それに対して「公」の方は支援または規制をすることが必要になります。民間

の活動が民間だけの手に委ねられても困る問題に関しては、行政が支援をし、また、必要

な規制を行うといったようなことです。 

 

（８）役割相乗型の行政とまちづくり～職員参加の再評価 

粗い捉え方になりますが、大体こういうことが「ガバナンス(governance)」と言われてお

りまして、これは、政府(government)だけが公的な役割を担うというのではなく、民も官

も含めた上で、公的な問題と言われることに対する対応をどうしていくのか、その仕組み

を考えるということです。「ガバナンス」というのは、「民」の活動を期待しておりますけ

れども、かといって行政が役割を大きくするようなことがあってはなりません。むしろ、

もっと職員参加を活発にしていただきたいということがございます。「民」と協力し役割相

乗の仕組みを作っていく中で、職員参加は必要です。 

私は墨田区の環境関係の委員を務めておりまして、先日その委員会に出席したのですが、

そこでは水の問題で非常にいいことをやっておりまして、火事になった場合に備えて至る

所で井戸水をすぐ使えるような仕組みを作ったり、雨水を貯めておいてそれを再利用した

りといった取組を旗揚げしております。東京ドームあるいは国技館の水は全て貯められて、

日ごろのお手洗いの水として使われているのですが、それがいざという時には飲み水とし

て使えるようになっております。そういう仕組みを続けていたのは保健所の職員達です。

保健所の職員達がチームを作りまして、水の問題に取り組んでいったわけです。ですから

職員の方にもっともっと元気を出してがんばってもらいたいと思います。「民」の活動が活

発になれば、「公」の責任がそれだけ小さくなるということではないように、「民」の活動
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に関して行政がもっと積極的に展開していただくということが、どれだけ頼もしいことで

あるかと思います。 

 

（９）「民民」関係のあり方 

それから、「民民」関係ということも考えなければならないと思います。私は、乾電池の

再利用の現場を見て参りました。世田谷区も乾電池の回収をされていると思いますけれど

も、乾電池は全国の色々なところで集められているのですが、そうやって集められている

ことついて、すごく問題であると思ったことがあります。ある乾電池の再生工場では、電

池からマンガンやニッケルなどを抜きとって再利用しているのですが、その際に 5～6 名の

人が顕微鏡のような機械で電池を覗いているわけです。何をしているかといいますと、メ

ーカーや製造国によって電池の構造や成分が違っているので、それを再生工場側でチェッ

クしなければならないのです。乾電池を再利用する際には、再生工場側がそういった状況

を知らなければならないし、いちいち調べなければいけない。その上で「この電池はこう

いう技術を適応して再利用しよう」という方針を決めているわけです。しかし、考えてみ

ますと、ほとんどの再生工場でこういったことを調べないで、電池を作っている会社がそ

の資料を提供すればいいと思うのです。しかし、企業秘密が漏れる可能性もある。「企業秘

密を守らなければいけない」という主張に対しては、公務員に対するのと同じく、民間の

乾電池の再生工場も企業に対して、知る権利を掛け合えばいいと思うのです。そうすれば

十分に企業側の企業秘密に関する態度も緩和されると思います。そのように考えますと、

「民」と「民」の関係も、また、変えていかなければならないということになります。 

「民」と「民」、あるいは会社と会社が一つの仕組みを作っていくといったことを積極的

にやっていくということが問われます。「民民」の関係は、まだまだ弱い関係にあるわけで

す。私達も「市民参加」というと、なんとなく、行政に参加することといった加減に捉え

てきた傾向がありますけれども、それだけではなくて、民間企業への参加もあるでしょう。

民間企業への参加となりますと、企業の側が、もう少し消費者の参加を求めるような楽し

げな仕組みを作り出さなければならないと思います。例えばスーパーマーケットなどでは、

古紙を使用した商品を陳列しているけれども、その場所が余り目立たないところあったり

します。トイレットペーパーでも、レジの近くの目立つに置いてあるものは、天然パルプ

製のトイレットペーパーが多いという場合があります。それは店長さんからすれば、天然

パルプ製の方がより儲かるわけですから、消費者にとって目立つところにおいてあるもの

は天然パルプ製のものが多く、古紙を利用したものは少し外れた方に置いてあることが多

いようです。そういうことがありますと、消費者団体の人達は、店長さんにお話したり、

教えたりしています。そういってお店側に受け入れられる場合もありますが、本社の意向

でそういったことができないということもあるでしょう。したがって、民間に限れば、も

っと店長さんの権限を増やすということが期待されるわけです。地方分権ということは行

政に限ったものでなく、もっと民間の地方分権も進めるべきなのかもしれません。 
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店長さんの権限を増やして、「民」の側の地方分権ももっと進めなければならないとはい

え、それが逆に進んでしまっている場合があるわけです。それは場合によってですが、そ

ういう地方分権とは逆の流れが、地方の店長さんたちの経営の邪魔になってくる。「売上を

毎日報告しなければならない」「期限に遅れてはならない」ということも大切ですが、「状

況を報告して、本社からの指令を待つ」というのではなく、もっと地方の力を生かせるよ

うな仕組みづくりが必要でしょう。このように、地方分権というのは行政側だけではなく、

民間側で仕組みをつくっていくという側面もあると思います。 

企業はモノを作る時には、アンケート調査など様々な方法で消費者の声を聞くことをい

たしますけれども、リサイクルあるいはごみ処理などの場面では、「民」の立場に対する支

援活動がうまくまわっているとはまだまだ思えません。消費者に集まってもらって、色々

な人に意見を言ってもらうということが必要になります。民間企業の経営者の人達はよく

「モノが売れることが大事だ。企業は市場を通じて消費者とつながっている。」ということ

を言われます。企業にとっては、それが一番大事であるということは私も認めますけれど

も、それだけではなくて、もう少し直接的に消費者が企業活動に参加する仕組みを作って

いくということが大切だと思います。そうなると、消費者の声を聞きながら、もっともっ

と環境に優しい商品を作っていくことが出来るようになるというわけです。そしてそうい

う企業は、一般の消費者・市民から尊敬される企業になっていくといったことになるわけ

です。そして結果として、そういう企業にもお金が戻ってくるということになります。以

上、「役割相乗型社会」をどうやって目指していったらよいのか、というようなお話をさせ

ていただきました。今回のお話が何かの助けになればと思っております。 

 

（１０）参考資料の解説～「初めに民ありき」－公共をめぐる日米の比較 

参考資料をご覧下さい。これは、「公共」というのはどういう背景で出てきたのだろうと

いうことで、アメリカを例にとって調べたものです。アメリカでは、最初にまず「私」が

あって、そして「民」があって、そして政府・国会ができたというのに対して、日本の場

合には、まず「官」があって、「私」は「官」を脅かさない、「官」の支配が及ばない、あ

るいは「官」にとって興味がないといった領域に限られていたということです。どちらが

よい、正しいというわけではありませんが、日本とアメリカでは「公共」という考え方に

関して、このような違いがあると思いました。 

そうようなことを、福沢諭吉が『学問のすゝめ』の中で言っております。「青年の書生僅

かに数巻の書を読めば乃ち官途に志し、有志の町人僅に数百の元金あれば乃ち官の名を仮

りて商売を行わんとし、学校も官許、養蚕も官許、凡そ民間の事業、十に七、八は官の関

せざるものなし。これをもって世の人心益々その風に靡き、官を慕い官を頼み、官を恐れ

官に諂い、（以下略）」と。また「日本にはただ政府ありていまだ国民あらずと言うも可な

り」というふうに、｢日本にはまだ国民はいないのではないか、ただ人々を支配する政府が

あるだけだ｣と述べています。私は、行政には積極行政を期待しているものでございまして、
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行政としての政策は大いにしていただいて、その中で市民と手を結んで、色々な問題に対

して積極的に取り組むような、そういう元気のある行政が、「民」と一緒に「公共」を作っ

ていただきたいと思っています。 

 

（１１）おわりに 

世田谷区において、そういう宿命を適かなえていただくのが、せたがや自治政策研究所

の役割の一つだと思っております。森岡先生をはじめ、すばらしい方々に見守られたこの

研究所で、是非とも皆で役割相乗の仕組みを考えていただくような政策提案をしていただ

くことを心から願っております。どうも本当に有難うございました。 
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1.5 特別講演２（進士五十八 東京農業大学地域環境科学部教授） 

 

特別講演２ 

「せたがやまちづくり物語  

～元気なまちづくりは、元気な区民と職員から～」 

講師：進士五十八（東京農業大学地域環境科学部 教授） 

 

（１）はじめに 

皆さん、こんにちは。東京農業大学の進士と申

します。私は、世田谷とは長いお付き合いなので

すが、世田谷は全国的に見ても、大変元気に色々

な仕事をしてきた自治体だと思っています。私は

東京農業大学に勤務していまして、世田谷区の桜

丘にキャンパスがあります。今では厚木と北海道

のオホーツクにもキャンパスがありますので、合

計で 3 つになりましたが、私はずっと学生時代か

ら、40 年以上も世田谷に通いつめていることにな

ります。その間、世田谷区の仕事も色々なことを

引き受けてきましたので、今日はその思い出話を

させていただこうと思っています。私は、現在の熊本区長の前の大場区長の頃から、まち

づくり関係の仕事をたくさんしてきました。世田谷区は、とにかく区の職員がすごく元気

だという印象をもっています。役所として、職員が頑張れるような良い環境が整えられて

いるのではないかと思います。 

 

（２）農学の発想・技術と世田谷のまちづくり 

私は東京農大の学長をやっておりましたが、農学という分野は「過去のもの」というイ

メージが強くあったものですが、私は「21 世紀は農学の時代だ」と思っています。20 世紀

は「工学の時代」あるいは「都市の時代」でした。しかし、地球温暖化などの環境問題を

招来するなど、その「失敗」が大きくなってきました。今では、本当に環境問題が深刻に

なっています。私は「工学部が悪い」と言いたいわけではありませんが、工学の思想は、

いわば部分的な効率を目指していたのだと考えています。例えば「汚染物質が出たら、外

に捨てればよい」というような発想です。効率性を高め、競争力を強めることを考えたら、

「汚染物質をすべて処理する」というような考えが重視され、負の側面まで含めたトータ

ルな発想にはなりにくいわけです。一方、農学はといいますと、田んぼ見てみれば分かり

ますが、「降った雨が地中に滲み込み、やがてそれが湧き出し、それを使いながら・・・」

という形で、2 千年も稲作をしてきました。そういう意味では、農業の生産体系は環境と共
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生してきたのです。20 世紀は、「工学の時代」「都市の時代」でしたが、農学のような生物

系の技術・社会というものが失われ、それが環境全体をおかしくしてしまったのだと思う

のです。 

世田谷区は、「緑の世田谷」というように、ずっと言ってきました。作家の井上靖さんは

世田谷区民でしたが、彼は「『緑の世田谷』の『緑』が無くなったら、世田谷ではなくなる」

と書いていました。しかし、実際には今の世田谷区の緑被率は 20%程度です。かつては 40％

近くあったのですが、だんだんと低下してきています。一般に、都市部では 30%が標準と

言われていますから、「緑の世田谷」と言われるような「生物系の都市」というものを改め

て目指さなければいけないと思うのです。 

東京農業大学では、世田谷区にご協力いただいて、区内の小学校から出る生ごみを全部

回収して、それを活用してバイオエタノールとメタンガスを作っています。これは日本独

自の醸造の技術、つまりはお酒を作る技術です。でんぷんを糖化して、次に酵母、酵素で

発酵させてアルコールにしているわけです。アメリカでは、とうもろこしをはじめ、一人

前の作物をアルコール化していますが、そうではなくて、これだけ人口の多い地域であれ

ば、日常的に出てくる生ごみを活用すればよいわけです。残飯整理を兼ねて、エネルギー

を生むことができるのです。農学は「古い」「過去のものだ」と言われていましたが、こう

いったバイオテクノロジーの技術は、すべて農民の知恵から出発しているのです。日本に

はそういう技術があることを再発見すべきです。 

 

（３）何のための「研究」か～「実学」の大切さ 

私は、造園学という分野を研究していまして、このたび、紫綬褒章を頂くことになりま

した。造園学の研究業績が認められて頂く形になることをとても嬉しく思っています。学

内でも他分野の先生達からも、「造園学は学問か」と言われてきたからです。このとき問わ

れるのは、学問とか研究とは何か、という問いです。 

ちなみに私は、日本学術会議で環境学委員会の委員長を引き受けさせていただいていま

すが、この「環境学」というのも、なかなかつかみどころがない。環境学委員会は、会員

20 名程で構成されているのですが、微生物を研究している人から国土計画研究の人まで、

心理学、経済学、法学など様々な学問分野の人たちも参加しています。多様な学問分野を

「環境」に結びつけるのはよいのですが、大切なことは、環境への思想をしっかり持って

いるか、本当に現実社会を見つめ問題を実際的に解決していくものになっているかという

ことだと思っています。研究者の世界は、残念ながら、多くの場合、そうではないからで

す。 

私は、実学主義という考えを大切にしています。実学というのは、李氏朝鮮時代に興っ

た儒学の一学派に端を発しています。それまでの儒学では、議論ための議論、観念の遊戯

ばかりでした。そうではなくて、「本当にこの社会を変革する、よりよい社会をつくるため

の力になる学問こそが必要だ」というグループが出てきて、それを「実学派」と言ったわ
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けです。｢実学｣という言葉は、今や日本では私立大学のキャッチコピーになっており、正

しい意味では使われていないようです。 

科学というのは、「実際の役に立つ」ということは考えず、研究者の良心に基づいてやる

べきだ、というように言われています。本当にそういうことであればよいのですが、そう

いう建前に名を借りて、ただ自分の好きなことをやっているだけではいけないのです。今

や、私学といえども、自治体といえども、国費、つまりは税金が入っているのですから、

何らかの形で社会還元を意識しなければいけないのです。「公」と「私」。「公」とはそうい

うこと。「公」への役割を果たして本気で追求しているかどうか。もちろん、形式だけであ

ってはならない。第三者評価など形式だけを整えるのでは、意味がありません。 

大学の第三者評価や教員一人ひとりの評価は行われていますが、結局は「論文を何本書

いたのか」ということ。すなわち「論文の数」に意味があるのです。今の大学社会では、

そのような場合が多いと思うのです。 

これは、「社会と縁を切って、ひたすら研究論文の数だけ稼ぐ」のがよいということでし

ょうか。論文を書きやすくするためには、テーマを極めて限定して、いわば「競争相手が

一人もいない研究テーマ」の方がよいでしょう。言ってしまえば、社会の役に立たない研

究は誰もやりません。例えば、外国の研究であれば、「アメリカや EU は研究者が多いだろ

うから、アフリカのどこかの小さな国を対象にしてみようか」ということ。そういった限

定されたテーマであれば、日本国内でそれを研究している人は他に誰もいないので、適当

に海外の文献を翻訳しておけば、論文が書けるわけです。少し極端な言い方をしました。 

ただ、今日はせたがや自治政策研究所の発足記念のシンポジウムですので、「研究所をつ

くればよいというわけではない」「研究所という形が整えば、研究ができるわけではない」

「研究は、社会的課題に真正面から取組むべきで、論文としてまとめられるかは気にする

な」ということをメッセージとして贈りたいのです。 

私は、これまで世田谷区の皆さんにお世話になりながら、育てられてきたと思っていま

す。私は造園学が専門ですから、子供の遊び場、都市緑化や自然保護など、区民との接点

の多い分野で世田谷区のお手伝いをさせていただきました。区民の集会にもずいぶんたく

さん出てきました。現在も、世田谷区の「緑の基本計画」をやっていて、大体まとまりま

した。前回は委員長でしたので、今回はスーパーバイザーとして手伝いました。 

私は世田谷区でそういったことを色々とやらせてもらい、何冊も報告書を作成し計画を

立てました。しかし、実は私自身の研究論文では、世田谷区での経験に拠ったものは一本

もありません。著書に使ったことはありますが、学術論文はこつこつと研究室で作ってき

ました。これについては｢損したな｣とも思いますし、「余分なことにエネルギーを取られた

かなあ」とも思いますが、本当は逆です。世田谷区だけでなく、全国各地の行政とのお付

き合いの中で、私の人格の半分以上は作られたのだと思います。近年になって盛んに言わ

れるようになってきた「大学の社会貢献」の意義を、私は 40 年前に教えられたのですね。 

私は大学教師をしています。実際に学生がどう思っているかは知りませんが、「学生にと
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って頼もしい教師ではないか」と思っております。「学生を教育する」というのは、「学生

と全人的に付き合う」ことです。知識の切り売りではない。「学」というものが社会の中で

どう生きるのか、社会の中でどういう役割を果たせるのか、を伝えることだと思うのです。

せたがや自治政策研究所でも、そういうことを意識していただきたい。「世田谷区をどうす

べきなのか」「理想を描き、その実現のためには何が欠けているのか」「それには何を成す

べきか」を真剣に考えていく必要があると思います。具体的に「どうすればいいか」が問

われるのです。 

なぜこういうことお話しているのかといいますと、皆さんには「いわゆる研究者」にな

らないで欲しいからです。農大の初代学長・横井時敬先生は「農学栄えて農業滅ぶ」と、

実学の大切さを強調しました。私は東京農大に勤務していますから、農学系の研究者とも

お付き合いが多い。国にも、都道府県にも、多くの研究所や試験場が、数えきれないくら

いあります。農業高校もあります。食品の研究所、農業機械や農業土木の研究所、酪農や

畜産の研究所など、本当に細かく分かれています。日本学術会議の学術登録団体だけでも、

農学系の学会は 60 ぐらいあります。計算はしていませんが、日本の農学系研究者と農政関

係者を足すと、農家数並みになるのではないかと思えるほどです。 

研究所や試験場の役割は何だろうか。日本の農村が、社会的にも経済的にも生態学的に

も健全に生きられ、農家の人たちが生きがいを持って働けて、安全な食が供給できること

でしょう。食料、農業、農村が、社会的意味を果たせるようにすることが、研究所や試験

所の役割なのです。しかし、試験場にいる大半の方たちが、大学の先生になるため論文の

数や学会活動に力を尽くすわけです。大学の先生が学生教育は下手で研究だけやりたい、

というのと同じで、本当に農業・農家・農村のためにというより、研究のための研究とい

うおそれがあるのです。 

 

（４）「生きる」ということ～他者とのよりよい関係を結ぶこと 

私は専ら農学についてお話ししましたが、他分野でも同じです。現代社会は過度に分業

化が進んでしまっていて、自分のフィールドだけの独立世界に住んでいます。これは公務

員も同じです。役所も縦割りで、自分の部や課の中の相対的な位置関係だけで自分を見て

しまう。大きく社会的ミッションなど、何かのきっかけがないと意識しないわけです。例

えば、病気や怪我をして、一ヶ月間入院すると、初めて「人生いかに」と考える。私自身

も職業を変える時、初めて人生を考えました。 

アメリカ人のトーマス・リコーナーが、「人生の目標は 3 つある」と言っています。第一

は、「自分自身を熟成させること」。自分自身が一人前に、自分らしい人間として成熟する。

私は今 63 歳ですから、「63 年もの」の香りがするかどうかと自問するわけです。 

二つ目は、「自分と他との愛のある関係を結ぶこと」。今日、こうやって大勢の方が集ま

っておられる。そういう時こそ、一人ひとりの互いの意見を交換し、その中から新しいも

のを生み出すことができるかどうか。これもある種、愛のある関係と言えるでしょう。区
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民と職員も同じです。私自身、色々な審議会や委員会を引き受けていますが、そういった

場での付き合い方も、いくつかの段階がある。会議が終わったらスッと帰ってしまう、少

しおしゃべりをする、お茶でも飲みにいこうと誘う、といったように。また、私は、いく

つかの審議会の会長も引き受けていますが、そこには区民代表の住民もいらして、皆さん

とも付き合います。NPO 法人も引き受けていて、緑の保全、景観づくり、園芸福祉などを

応援しています。これは時間がとられて大変ですが、人生はとても楽しいと感じますね。 

次は三つ目です。二つ目の「愛のある関係」ができたら、それによって社会貢献を果た

すということです。「社会貢献」と言うと大げさですが、「自分が生きていてよかった」と

思うためには、自分だけの問題ではなくて、多少なりとも人との接点があり、人のために

なったというものになれば、やはり深みが違ってくると思います。職員であれ区民であれ、

人間は皆そういう生きがいを持って生きることが大切ではないかということです。人はい

きいきした生き方を送るために、色々な活動にチャレンジしているのだと言えます。 

研究に関して言えば、第一義は、その研究課題を解決することです。しかし、実際は、

それを通じて、色々な人たちと関わりながら、問題解決を進めることではないでしょうか。

そのプロセスを、「まちづくり」と呼んでもよいかと私は思います。 

 

（５）「せたがや百景」の取組～地域の「風景資産」に光をあてる 

「せたがや百景」の提案をし、具体的に実行しました。これを紹介することで、世田谷

区らしさを、アピールしてみたいと思います。 

「せたがや百景」は、昭和 59 年、世田谷区の企画部に設けられた「都市美委員会」で推

進したものです。当時の区長が、あるアーティストに「世田谷は汚い」と言われたことが

発端です。区長は、公的施設を作ろうとする際には、都市美委員会の了承が得られないと

事業を発注できない仕組みにしました。委員長は都市計画の川上秀光先生で、そのほか小

沢明氏ら建築家・デザイナー、美術評論家の東野芳明氏などが参加していまして、造園分

野から私が入っていました。著名な先生方がたくさんいらっしゃる中で、当時の私はまだ

講師でした。そのような私が提案したのが「せたがや百景」です。 

これは「世田谷には 80 万人いるというが、世田谷のことを全然知らない」と思ったのが

背景です。自分のまちを考える時に、その第一歩は、やはり自分のまちを知ることではな

いか、ということです。「世田谷の風景、再発見」「私の三景、我が家の八景、みんなの十

景」といった標語を作りまして、自分にとって大事な風景を選ぼうというイベントを始め

ました。風景のそれぞれの意味、それを見つけてもらおうという発想です。 

しかし、「百景を選ぶ」といっても、多くの人にはその意味がよく通じないわけです。昔

から「日本百景」はありましたが、それは新聞社の主催で全国区の観光地を選んだもの。

ですから、「世田谷には日本百景になるものなどあるわけないだろう」と言われました。そ

れまでの常識では、世界に誇るべき「希少価値」を「百景」という言葉で捉えていた。で

すが、私は違う意味で考えたのです。希少価値ではなく、自分にとって意味のあるものこ
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そ価値だという考えです。文化財や動植物では希少価値が重要視されていますが、そうで

はなくて、自分の周りにあって自分とよい関係にあるものが大切という考え方もあると思

います。私はそのように考え「生活風景論」を書きました。今日のテーマではないので、

詳しくはお話しませんが、例えば、昭和初期の時代から残っているような世田谷の路地裏

の風景などは、多くの場合、防災行政的には壊すべき対象であって、守るべき対象ではな

いと考えてしまう。しかし、下の谷の狭い路地の界隈性が「世田谷らしさ」の大事なもの

ではないかと思うのです。 

「百景」というと、麗しき富士山や湘南海岸と江ノ島とかを考えるのが人間の心に焼き

ついた、風景論の常識でしょう。これに対して子供の頃見た原風景のようなものを、選ぼ

うというのが、「せたがや百景」です。ボロ市も、桜新町や成城といった住宅地も、身近に

ある公園や道も選ばれました。等々力渓谷、多摩川八景もあります。最終的には、人々の

生活環境そのものが「せたがや百景」になることです。 

募集で集った数百を、まず 200 に選定委員が絞り、次に投票にかけました。その際に、

郵便局や銀行の支店など、区内のあらゆるところに投票箱を置きました。その結果、9 万数

千票も集まりました。選ばれた「百景」にコメントを付け、切り絵のハガキや本を作りま

した。確か、500 万円という限られた予算でしたので、デザイナーの福田繁雄さんとか、後

藤伸彦さんという切り絵作家などに百景の選定委員になってもらって協力いただいき、通

常よりは安い金額でポスターを作っていただきました。百景の中には、東京農大の収穫祭

も入っています。「組織票」の結果です。そもそもこういったものに「絶対的な価値」はあ

りませんし、皆が投票して盛り上がればそれで意味がある。それがまちづくりだと私は思

います。歴史は英語で“history”、「hi」は歴史的事実、「story」は物語ですので、「物語を

作っていく」のが大切なのです。 

「せたがや百景」で思ったことですが、世田谷と一口に言っても、多様な世界、多様な

環境があるということです。例えば、東京農業大学の門柱がありますが、この門柱は旧陸

軍の自動車学校のものですし、東京農業大学という文字は棟方志功の文字です。また、国

道 246 号線という立派な道路は「大山道」という街道だったわけです。「世田谷は何も無い

ところだ」と思われがちですが、丁寧に地域を見てみると、ローカルなものですけれど、

たくさんの自然や歴史や文化をもっているわけです。それに L・M・N、どうやって光を当

てて見つけ出し、意味を持たせ、名前をつけるか、ということです。それを私は「風景資

産」と呼んだわけです。平成 11 年に「世田谷区風景づくり条例」を作りましたが、その中

核に私が主張したのが「風景資産」の考え方でした。モノや場所を介在しながら、区民同

士がつながりまちづくりに参加していくのです。 

 

（６）「三分の一広場論」～複合的視点からのまちづくり 

都市美委員会でもう一つ、私が提案したのが「三分の一広場論」です。桜丘区民センタ

ーの計画の際に、「敷地の三分の一は、土の広場にすべきだ」といったのがきっかけです。 
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行政は様々な公共施設を整備しますが、施設を建てる替わりに、実は何かを失っている

ことを忘れています。施設が建つことで、そこにあった原っぱが消えてしまうのです。こ

の烏山区民センターが立っている土地にも、かつては大木があり原っぱだったかもしれな

い。建物が立派になったことで、オープンスペースは消えてしまったわけです。また、区

では「ドブ川」をなくして緑道を作ったのですが、それは水のある大事な風景と、世田谷

の「顔立ち」を形作ってきた微地形を消してしまったわけです。烏山川でも北沢川でも、

皆それぞれに意味があったのに、「ドブ川が臭い」「埋めろ、埋めろ」といってなくしてし

まう。そして「緑道になって緑が多くなったから、それでよい」と思う。「本当のまちはど

うあるべきか」を、誰も考えていなかったわけです。 

大地には、その土地の地形、植生などの「顔」があるわけです。世田谷には「北沢」と

か「烏山」とか「船橋」という地名がありますが、すべて地形を表している。これまで公

共事業は、そういう土地のポテンシャルを無意識につぶしてきたとも言えるわけです。例

えば、川は浄化する努力をすれば、きれいになるものなのです。隅田川もそうです。「この

川は汚くて臭いから埋めてしまおう」ではなく、「きれいな川」に浄化する方向にベクトル

を向かわせることが本来の姿勢でしょう。人間は無駄な苦労ばかりやっている。考えてみ

れば、「建物の上に木を植える」屋上緑化も、ナンセンス。洪水が頻繁に起こる住宅地を開

発して災害対策を叫ぶのもナンセンス。真冬に灯油で暖めて温室でイチゴをつくるのもナ

ンセンス。都市社会は、自然に逆らったことばかりをやっている。それが、エネルギーの

消費量を増やし、温暖化に結びつく。 

そこで｢三分の一広場論｣です。敷地の三分の一をまず土の広場にすることで、降った雨

は滲み込みます。温度もコントロールされ、微気象を緩和する。木を植えるにしても、果

物のなる木を植えることで、区民同士が触れ合う機会を創る。桜丘区民センターでは、夏

みかんを植えまして、調理室でそれを使ってマーマレイドを作ります。「環境を守る」話と

「食の安全」と「皆で一緒に何かする」が、一つに融合するのです。 

桜丘区民センターでは、図書室も、児童館機能も、お年寄りやお母さんたちの集まる場

所も、「老・中・青」を重合するようにしたのです。行政が施設事業を行うということにな

ると、対象を決めますので、お年寄り向けのものと、子供向けのものとは別々になってし

まいます。社会は、子供もお年寄りもみんながいることで成り立っているのですから、バ

ラバラにしてしまうと「本物の社会」ではなくなってしまいます。確かに「縦割り」は機

能的ですが、フィロソフィー（哲学）としての「本来あるべき社会とは何か」が抜けてし

まうのです。私が「三分の一広場論」を主張したのはそのためです。建物もオープンスペ

ースも、それぞれの公共サービスですから、建物の床面積を広くするだけが正しいとは言

えないからです。内と外を上手に組み合わせたトータルデザインが重要なのです。 

敷地の三分の一を広場にして土の上で子供たちが走り回ることも必要で、単に「緑化」

といって緑を増やそうとするだけでなく、果樹を植えようとした点が大切だと思っていま

す。人間は生きるために植物と向かいあったわけですから、食に通じる果樹・果物と最初
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に付き合うのが自然だったのです。日本の場合、「庭園」では、松や槙などの美しい、品の

良い植物を連想してしまいますが、実はこれは京都の貴族たちの美意識なのです。それが

今では一般化し、造園屋さんは、普通の人たちに京都的文化を広めてしまったのです。 

私が言いたいことは、「公共事業の意味、しっかりとしたフィロソフィー（哲学）を持ち、

まちや社会をどうしようとするのか」ということを多様な視点から複合的に考えて、それ

を展開するために必要なポリシーを立て、それをプランニングすべきだということです。

「PPP（Philosophy ,Policy ,Planning）」です。思想や理念がなく、多面的な施策も用意し

ないで施設だけをデザインしようとすると、結局は物真似になってしまうのです。 

 

（７）元気なまちづくりは、元気な区民と元気な職員から 

私はこれまで世田谷区と色々なお付き合いをさせて頂き、それなりの貢献を果たしてき

ました。と同時に、その中で私自身の視野を広げさせてもらいました。企画行政に始まり、

文化行政、環境行政、今は教育行政とのお付き合いです。それぞれによい思い出を持って

いますが、つくづく思いますのは、先ほどお話した「人生の三つの目標」のように、生き

がいを持って取組んでいこうという頑張り屋の職員が必ずいたということです。本当に頑

張っている、元気な職員が多い。一方、区民もそうだと思います。商店街や PTA の役員さ

ん、JA や NPO の人たち、議員や大学人など、幅広くお付き合いさせて頂きましたが、そ

れぞれ元気です。 

私は、世田谷は人間らしい、人間のぬくもりがあるまちだと思っています。世田谷は一

見して格好いいまちではないかもしれません。「観光的風景」ではなく、「生活風景」の似

合う町だと思います。主役は人間です。都市美委員会の標語に「都市の美醜は市民の心」

というのがあります。「町の美しさや、醜くさは、市民の心の反映である」ということです。

まちの雰囲気は、市民の心次第の問題だということです。 

最後に、感性の大切さについて申し上げます。これまでは知性が重視され、頭で物事を

考え、頭で政策を作ってきたと思いますが、これからは感性が大切ではないかと思います。

感性とは、「人や物の価値に気づく能力・感覚」のことです。感性を大切にすることによっ

て、「腑に落ちる」ような政策が生まれるのです。ここに大勢の人がいる。その方たち、学

生だって、お年寄りだって、そういう人たちの能力に気づいて、それを発揮させ、互いに

相乗効果を上げていくこと、それがまちづくりではないか、それが一人ひとりの区民を幸

福にすることではないかと思います。 

せたがや自治政策研究所が、「論文稼ぎ」の研究所ではなく、まさに区民と一緒になって

ユニークな区民参画型の取組を進めていく研究所になっていかれればと思います。ただし、

このことが本物となり、長続きするコツは、行政マンといえども、一人の人間として、「一

市民」として言いたいことをはっきりと言えるような関係を、区民との間で構築すること

です。よく「ご無理、ごもっとも」ということを聞きます。無理なことは無理で、ごもっ

ともと聞くことはできないでしょう。表面的に、無理を言われてもごもっともです、なん



 

 23 

て言うことは、その実は無視することになりますから、かえって信頼感が失われてしまう

でしょう。黙って聞いていて、何もしないのは一番ズルイと思います。思ったことをきち

んと発言すべきだと思います。それがよい関係を育むのです。高齢化と高学歴化は、賢い

市民をもたらしているのです。 

世田谷区が「人間性あふれる世田谷」であり続けるためにも、せたがや自治政策研究所

のご活躍を心から祈念します。ご清聴有難うございました。 
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1.6 パネルディスカッション 

 

パネルディスカ

ッション 

「市民との協働を基盤にした新しい自治のかたち」 

【パネリスト】 

長島清一（八幡山町会長） 

松村拓也（起業・創業支援活動法人「せたがやかやっく」 

プロジェクトリーダー） 

光岡明子（特定非営利活動法人 世田谷 NPO法人協議会理事長） 

渡邊裕司（せたがや自治政策研究所 副所長） 

 

【進行・まとめ】 

吉田賢一（株式会社日本総合研究所 総合研究部門 主任研究員） 

 

（１） はじめに 

 

吉田： 

皆さん、こんにちは。宜しくお願いいたしま

す。司会にかわって進行を務めさせていただき

ます。前半の先生方の特別講演はいかがでした

でしょうか。寄本先生からは「公」と「民」、「役

割相乗型社会」についてのお話がありました。

それから進士先生からは「実学」ということで、

地に足のついた現場主義でのお考えと地域活性

化の取組ということについてのお話がございま

した。大変意義のあるお話を伺えたのではない

かと思います。 

後半のパネルディスカッションは、既にご案内のとおり「市民との協働を基盤にした新

しい自治のかたち」というテーマで進めたいと思います。実は、このテーマ自体は大変抽

象的な言葉だと思います。このシンポジウムに先立ちまして、パネリストの皆様と意見交

換をさせていただいた時に、「まずテーマ自体が皆さんと共有できないのではないか」、「テ

ーマをしっかりと定義しなければならない」というような問題提起をいただきました。シ

ンポジウムという場は、まさに問題提起をして意見を戦わせて、色々な新しい知恵や取組

を生み出していくということではないかと思っております。先生方からご提起いただいた

お話を踏まえて、是非パネリストの方々にご意見を伺って参りたいと思っております。 

若干繰り返しになりますが、寄本先生から「公」と「民」というお話がありました。私
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達は「民」という立場で生活しておりますが、一方で「公」の空間があるわけです。その

間にある部分、ここがどうもわが国は抜け落ちているのではないかと、そういう議論が足

りなかったのではないかといった問題提起があったように認識しております。進士先生か

らは、やはり元気な区民と職員の方々が、そういった意向を受けてもっと頑張っていかな

ければならないというお話がありました。今日いらっしゃっているパネリストの方々は、

私の承っているところでは、それぞれの分野のまさに第一線で取組をされている一方で、

皆様方と同じ区民であり、市民でもある方々です。 
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（２） パネリストからの講話 

 

①長島清一氏（八幡山町会長） 

 

吉田： 

前置きが長くなりましたが、早速パネリストの方々にご意見を伺いながら、進めていき

たいと思います。それでは、長島会長から聞かせていただけたらと思います。よろしくお

願いします。 

 

長島： 

皆さん大変お疲れ様です。普通ならちょっと居眠りしてしまうのですが、いいお話だか

ら私も一生懸命に聞いていました。まちづくりというのは、やはり先生方も入れて話をし

ていかないといけないのだなということが分かりました。 

私は、町会長でございまして、自分の町を、足元から皆さんに親しまれる町にするのが

私の務めでございます。まずは私たちの町のまと

まりからお話したいと思います。座ると皆さんの

顔が良く見えないので、立ったままお話させてい

ただきます。皆さんの顔を見ている方が、不思議

と声が出てくるのです。 

さて、私たちの町のことですが、「どうやったら

うまくまとまりができるのか」ということは、終

戦後からさんざん考えました。私たちの町は、終

戦の時には何にもないような、50 軒ぐらいしかな

い町でした。それでも、今では世田谷でも大きな

町会だなと思ってもらえるくらいの町になりまし

た。やはり町は「一本化」しなければいけない、

一つにならなければいけないと思うのです。町会長は、言わば「町をまとめる人」です。

町を一つにするためには、たくさんの人を巻き込んでいかなければなりません。 

それから私たちの町には青年会というものがありまして、今でも立派に古紙の回収をや

っておりまして、それで町は栄えております。古紙回収の結果として、お神輿を作り、山

車を作り、消防車を作りました。消防車はもう 2 台目です。そういう具合に、もうずっと

やっております。古紙回収をやっていますので、寄付はあまり集めません。 

私たちの町会には、婦人部、高齢者クラブ、青少年部というように、たくさんの部がご

ざいまして、それぞれに「後ろ盾」となるような団体とつながっていまして、全部まとま

っています。また、町を一本化するためには、交通安全とか防犯など、色々なことが必要
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です。これは町会だけでなくて、商店街と一緒にやらないと一つも価値がないのではない

かと思います。住宅街で見回りをしても、また一箇所に立っていても何も役に立ちません。

むしろ商店街の真ん中に立って交通安全・防犯を呼びかけなければ何の価値もないと思う

のです。それで私は、商店街と協力して、活動を一本化しております。 

それから、私たちの町会のまわりには、明治大学と日本大学のグラウンドや寄宿舎があ

りまして、両大学あわせて 850 名ぐらいの学生さんがいます。そういったところも、私は

やはり「自分たちの学校だ」と思って、一生懸命手伝っております。何かイベントがあっ

た時に、学生さんたちに直接話しにいきます。また、防災訓練といえば、必ず両方の学校

から大勢参加していただきます。 

ところで、私達の町会では防災組織というものができております。防災組織をなぜ作っ

たかといいますと、昭和 40 年頃に研究者の人たちが「関東大震災から 50 年経つと東京に

は地震が来るよ」といっていたのを聞いて、一生懸命になってどうしようかと考えたわけ

です。その頃は、役所も本腰を入れていませんでしたので、「それでは自分達で防災組織作

ろう」ということになりました。私達の町は小さな町ですが、それを 10 地区に分けました。

防災組織を作った時に、「どういう人を集めたらいいのか」ということが一番困りましたが、

ある人がこう言ったわけです。「町の様子に明るい人たちに来てもらおうよ」「あまり大勢

集めると、まとまらないよ」と。そこで、皆さんの家にまわって「地震が来た時に頼むよ、

助けてよ」「あなたたちがいないと町は助かりませんよ」「各家庭のお父さんは皆お勤めに

行っていませんから、皆さんが手伝わなければできません」ということをお願いしていっ

たわけです。防災訓練をやるたびに、大勢の人たちが集まるのですが、大勢集めてもいつ

も同じ人たちなのですね。これはどこの町会でも同じだと思います。私はこれに賛成です。

なぜかと言ったら、その人たちがリーダーなのです。やはりリーダーがいなかったら、何

にもなりません。例えば、防災訓練をやっていても、その中にリーダーが一人いればまと

まりますが、リーダーがいないと何もまとまりません。そういうわけで、私たちの町では、

本当に防災は「完璧だ」と思うくらいにやっております。 

とはいえ、人間は「笑い」もないと面白くございませんので、私たちの防災組織ができ

ておりますので、それを元にいたしまして、色々な活動をしております。15 年前には「地

域支えあい活動」というものを立ち上げました。これは地域の寝たきり・一人暮らしの高

齢者を支える活動なのですが、私達の町には 10地区の防災組織ができあがっていますので、

すぐにできました。回覧板をまわして集めた結果、150 人くらいの申込みがありました。実

はその時に、プライバシーの問題などもありましたので、民生委員さんとの話し合いをし

ました。民生委員の方と地元の人との話し合いというのは、とても大事です。その後、地

区ごとにマップをつくりまして、誰が見てもここは一人暮らしの方がおられる、ここは寝

たきりの方がおられる、というように分かりやすくしました。 

町というのは皆さんで力を合わせて、明るく楽しくやらなければいけないと思うのです。

私たちは町では、どうしたら仲良くなれるのかということについて考えまして、毎月何か
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しらのイベントをやることにしています。せっかくまとまった私たちの団体ですから、一

回限りではなく、続けてお付き合いできるように引っ張っています。それでないというと

町はうまくいきません。明るく笑いのもとに、皆でできるのが私達の町だと思っています。

これからも頑張っていきたいと思います。 



 

 29 

 

②松村拓也氏（起業・創業支援施設「せたがやかやっく」プロジェクトリーダー） 

 

吉田： 

 長島様、どうも有難うございました。それでは次に松村様、宜しくお願い致します。 

 

松村： 

松村と申します。先ほど長島会長や、この後お話される光岡さんとお話しておりまして、

皆さん町づくりにずっと取り組んでこられているとのことで、長島会長は「戦争から帰っ

てすぐ始めた」とおっしゃっていましたけれども、私は実は急に 2 年半前から今の取組を

始めました。それまでは建設関係の仕事としていまして、最後は建設会社の経営をしてい

ましたけれども、ご縁がありまして「世田谷ものづくり学校」というものを始めています。

これは区立池尻中学校が 3 年前に廃校になりましたので、そこを貸しビルのようなものに

しまして、入居者を入れて、家賃をもらって商売をしています。そして世田谷区には、私

どもが家賃をお支払いしているという、という形でやっているのですが、私どもは「学校」

をやっているという意識でいます。 

世田谷ものづくり学校は、簡単に言いますと、「ものづくりする人たちを集めよう」とい

うことで、ものづくりをする色々な会社が入居しています。例えば１階にはパン屋さんが

入っているのですが、これは 7 年前に、ある女性が 22 歳の時に OL を辞めて起業して、今

では 3,000 円で食パンを売っております。それから、一昨年に広告代理店を辞めて独立し

て起業した人の会社ですが、日清カップヌードル「freedom」いうコマーシャルを作るなど、

日本の広告の第一線で仕事をしています。世田谷ものづくり学校では、「創業支援」という

ことで、若い会社を育てることもやっていまして、この会社は 3 年経って一人前になった

ので普通の家賃を取るようにしました。世田谷ものづくり学校には、普通のテナントさん

が 26 組、創業支援として、公募によるジュニアビジネスユーザーが 14 組入居しています。

また、ここでは創業支援のセミナーなどもやっていまして、ちなみに明日も開催する予定

です。 

この学校の特徴は、基本的には事

務所ビルなのですが、朝 11 時から夜

7 時まで、一般の方どなたでも入れ

るようにしていまして、若い人たち

はカップルで来ていて、ここをデー

トスポットにして歩いていたりして

います。世田谷ものづくり学校のも

う一つの役割は、世田谷区さんから

校舎を貸していただいている条件と
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して、「働いている人や集まる人を使って面白いことをして下さい」ということがありまし

たので、色々なイベントをやっています。世田谷区の人たちが遊びに来られて、しかも「世

田谷がこういう面白いことをしているぞ」ということを全国にアピールするために、今年

もクリスマスパーティをやりますし、夏至には「キャンドルナイト」ということで、近所

にろうそくを配って 2 時間ぐらい電気を消して静かにすごそうということもやっています。

また、ものづくりの会社がたくさん入っていますので、「子供たちの夏休みの宿題を手伝お

う」ということで、入居テナントによるワークショップを開いたりしています。その他に

も、年末には餅つき大会をやったりだとか、創業支援で入った入居者が東京コレクション

のファッションショーを、この学校の廊下に赤じゅうたんを敷いてやったりだとか、また、

入居者の忘年会だとか、色々なことをやっています。 

学校の 1 階にはカフェがありまして、皆さんがいつでもお茶を飲んだり食事をとったり

できます。また、ギャラリーでは展覧会をやったりもしています。職員室を映画館のよう

に仕立てまして、映画上映や色々な発表会などやっています。後でご紹介しますが、ここ

では、ご近所のお年寄りを集めての映画上映会もやっております。それから、一つだけ教

室をそのままの状態で残しています。ここがこの学校で一番人気の部屋でして、映画のロ

ケやコマーシャルの撮影などに使われています。 

私は、今日は「せたがやかやっく」のリーダーとしてご紹介いただいたのですが、そも

そもこの学校がきっかけで世田谷区とのご縁ができました。この「世田谷ものづくり学校」

という名前なのですが、実情は今ご紹介したような内容ですので、別に私が授業をやって

いるわけでもなく、本当の意味での学校ではないのですが、この間まで区立の中学校でし

たから、町の人たちにとっては「学校」なのです。そうすると、「学校には校長がいないと

困るだろう」ということで、「面白そうだからやってみようかな」と私が手を挙げてしまっ

たことが始まりなのです。 

この学校は、若者が集まる施設として注目を浴びています。ですが実際やってみると、「若

者とは何か」ということを考えてしまいます。「何歳以上、何歳以下が若者か」と。私は、

やればやるほどそんなことは分からなくなってきます。それから、ここはものづくり学校

なので、皆さんが何かの「もの」を作るのですが、自己満足で作っていてもどうしようも

ないので、結局は「仕事」を作らないと駄目なのです。「どうやるか」ばかりを考えていて

も抜け出せませんが、「一体それは何のためにやっているのか」ということを考えることに

よって、はじめて社会と繋がり、お客さんと繋がり、商売になり、事業になり、最終的に

はもしかするとまちづくりにも寄与できるということで、「目的を考えよう」ということを

強く思っています。 

それと、今日も皆さんからいっぱい質問があるといいなと思うのですが、人と話をした

り、交流したりする時に質問が出てこないことがよくあります。それを考えてみると、実

は一生懸命説明したつもりだけれども、聞いている人たちは分かっていないのではないか

ということに気づくわけです。「今日のシンポジウムも、すごく物々しい題名だけれども、
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それは一体どういう意味なのでしょう」というようなことなってしまうと、皆さんからの

質問も意見も聞けないままで終わってしまったりする。それで結局どうするかといいます

と、「面白いとはどういうことか」ということを考えていかなければいけないのではないか

と思うのです。私はものづくり学校の校長をまだやっているのですが、急に色々なことが

やりたくなって、色々なことを始めました。それはまた後でご紹介したいと思います。 

最初に私は、建設会社を辞めて会社を作りました。「株式会社なのに」という会社です。

社長は私の女房で、2 人の息子が取締役で、私が平社員です。最初、私は「株式会社は辞め

て、違うことをはじめよう」と思ったのですが、そうではなく、「会社の問題点を解決する

会社を作ってみよう」と思いました。簡単に言うと、「本当は家庭を守るためにお父さんが

会社にいくはずである、なのに、だんだん会社優先になって家庭が犠牲になっている」と

か、「本当は自分の技を磨くために会社に行っている、なのに、だんだん会社で褒めてもら

うために仕事をしていくようになってしまう」というような状況があると思いますが、そ

ういうことに憤りを感じていて、それを変えていきたいと思っています。結局は、「必要な

のに誰もやらないこと」をやってやろうかなというように思っています。 

それで「必要なのに校長がいない」という話に私は飛びつきました。この「株式会社な

のに」で最初にやった仕事として、勝手に夕張市に行きました。今年の正月に夕張市に行

って、夕張市長と飲みながら話をしてきました。そこで勝手に「『ゆうばり』はひっくり返

すと『ばりゆう』（＝“Value”＝「価値」）だ」と言いまして、「夕張市役所の人が半分辞

めていなくなってしまうのだったら、こっちで残りの仕事ができる会社を立ち上げてよう｣

という話をしました。「どうやってそんなことやるのですか」と聞かれましたので、「市役

所を辞めていく人たちは退職金という資本金をもっているのだから、その人たちと会社を

作りましょう」という提案をしたのです。しかし、これはちょっと時期尚早のようでした。

あと 2～3 年もすると、夕張もだんだん我慢できなくなって、私の提案を思い出すのではな

いかと思っています。 

それから、先ほどご紹介した世田谷ものづくり学校の映画館で、近所のお年寄りを集め

て映画会をやっています。これは｢池尻ロマンス座｣というのですが、「年の若い人と、気の

若い人たちが映画のような町を創っていきましょう」ということでやっています。これは

参加した若者が考えたコピーなのですが、私が彼らに言ったことは、「お年寄りに『来て下

さい』だなんて言わないでいい。皆で町を歩いてお婆ちゃんをナンパしてこい」です。最

初、若者達は「えーっ」なんて言っていましたけれど、早朝の公園に行ってラジオ体操を

しているおばあちゃんをナンパする若者などが出てくるようになりまして、その甲斐あっ

てか、この池尻ロマンス座は定期的に毎月開催しています。また「会員」の皆さんに（「会

員」といってもお金はとっていないのですが）名刺を作ってあげて、「池尻ロマンス座の営

業をして下さい」というようなことをやって、これを広めていこうかなと思っています。

実はこの池尻ロマンス座というのは、映画館だけではなく、せっかくたくさんの人たちが

集まったので、色々な提案をしています。去年は保健所のイベントにも提案したりしてお
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ります。やはり「行政」とか「民間」とか、「若い」とか「年をとっている」とか、「それ

はできる」とか「それはできない」とか、そんなこと気にしていたら面白くないではない

か、というパワーを育てようとしているのです。 

今日、私がご紹介を預かったのは、この「せたがやかやっく」というプロジェクトにつ

いてです。これは世田谷区産業振興公社のプロジェクトで、その内容は私がご提案したも

ので、現在やらせていただいています。これは簡単に言いますと、「区内で仕事を探してい

るけども、見つからない」あるいは「自分がやりたいことがあるけれども、どうしたらい

いか」という人に、「じゃあ、もう仕事を作ってしまえばいいじゃないですか」ということ

をお手伝いしております。 

それからこれはちょっと脱線なのですが、今年の 4 月から渋谷区が始めたプロジェクト

で、渋谷マークシティビルの４階に、渋谷区がガラス張りの素晴らしい部屋を持っている

のですが、そこが盛り上がっていないのでどうしようかということで、お手伝いさせて頂

いています。私がここでやろうとしていることは、「すごくまじめなことを面白くしよう」

ということです。渋谷区の基本構想は、とてもかわいいものでして、「自然と文化とやすら

ぎのまち」ということを謳っています。これは要するに「し」「ぶ」「や」なのですね。せ

っかく、こういった可愛らしい構想があって、たぶん子供達にも受けるように作ってくれ

たのに、全然こういうことを PR していない。ですので、これを PR することを私はやって

います。私は、「頭のいい人であれば、難しいことをやさしく説明するべきだろう」と思う

のです。逆に「簡単なことをわざわざ難しく言う人は頭が悪い人だぞ」とも思っていまし

て、それを自分にも言い聞かせています。 

こんなこと私はこれまでやったことがなかったのですが、NPO も作ってみました。これ

は先ほどご紹介した「せたがやかやっく」というところに相談に来る人たちは、色々なビ

ジネスをテーマとして持ち込んできますが、その人たちがいきなり会社を作れるかといえ

ばそうではなくて、資金が無かったり、時間も無かったりという理由で、片手間でやって

いる人もいます。そこで、「自分の意思で、やれる範囲で、いくらでも死ぬほど働いていい

ですよ」ということで、ビジネスをする人たちが集まる NPO を作りました。その NPO の

目的は「町を面白くすること」です。結局、私たちがここで言いたいのは、どんどん新し

いビジネスが生まれて、皆が活き活きと働いて元気に暮らすまちが「面白いまち」なので

はないかいうことです。そういう趣旨の提案としてこの NPO を作りました。 

来週から営業活動を始めなければいけないので、この NPO の会社案内を作ったのですが、

「個人の皆様へ、行政・地域の皆様へ、法人・事業者の皆様へ」ということでアプローチ

していこうと思っています。「個人の皆様へ」では、「ビジネスには不満が必要」というこ

とを書いていまして、要するに、「不満というのはあなただけの問題とは限らなくて、もし

かすると皆の不満かもしれないから、それを解決するのはあなた一人の問題ではないでし

ょう」ということです。それから、ビジネスには面白さが必要だということを、これは行

政や地域の皆さんに言いたいと思っています。要するに、行政が「これをこうやったらい
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いだろう」ということは確かにそうなのですが、でも実際に動かないのは、それはつまら

ないということが原因じゃないかなと思います。その裏返しが企業です。実は面白いこと

をテレビやコマーシャルでいっぱいやっているのですが、それをやったからといって、お

客は本当に幸せになっているのか、ということです。どうせなら、ビジネスに感動を付加

して、ついでに地域貢献にしてしまおうということを考えています。 

最後に、「面白い」ということについてお話したいと思います。私は「面白い」というの

は「可笑しい」とか「楽しい」という意味だと思っていたのですが、ある日、若い人が辞

書を引いてきました。そうしたら、「面白い」というのは、「面」は「目の前の景色、様子」

のことで、「白い」とは「明るくなる、開ける」とのことです。つまり「面白い」というの

は、「目の前が明るくぱっと開ける」ということであり、何かが分かったり、何かに気がつ

いたり、そういうことが「面白い」ということだそうです。 

以上で、私のお話を終わりにさせていただきます。有難うございました。 
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③光岡明子氏（世田谷 NPO法人協議会 代表理事） 

 

吉田： 

松村様、どうも有難うございました。それでは引き続きまして、光岡様よろしくお願い

致します。 

 

光岡： 

私は今日、世田谷区 NPO 法人協議会の代表理事ということでご紹介いただいております。

世田谷 NPO 法人協議会は、上野毛という駅から 7～8 分なのですが、中町 2 丁目にある旧

世田谷区女子職員寮をお借りしまして、「なかまち NPO セ

ンター」を運営しています。ここは 1 階が防災倉庫になって

いて、2 階と 3 階の 793 ㎡を借りるという形で、先ほどお話

なさった松村さんの世田谷ものづくり学校とはちょっと規

模が違うのですが、世田谷区に家賃を払って借りているとい

う形になっております。 

今、世田谷には 320 の NPO 法人がございまして、世田谷

NPO 法人協議会はそのうちの 52 団体が会員となっており

ます。そのうちの 15 団体が、なかまち NPO センターの中

に事務所を構えています。今日は、その前身となる NPO 法

人世田谷福祉サポートセンターというところの活動をご紹

介したいと思います。また、地域の中で具体的に活動をしながら、同時に世田谷区の政策

の中に私達の考えを載せてもらえるような運動をどのようにしてきたのかというところを

お話できればと思います。 

まずは NPO 法人世田谷福祉サポートセンターについてお話したいと思います。NPO 法

人世田谷福祉サポートセンターとうい名前が長いので、通常は「NPO 法人リンク」と言っ

ています。「リンク」とは「輪と輪をつないでいく」という意味です。これは、モデルの実

践から政策提言へということで、実際に活動しながら、自分たち世田谷区民が「こういう

ものが必要だ」ということで自発的に始めたことを、世田谷区政にきちんと訴えていく、

提案していく、提言していくということをやりたいということで、このような名前にして

おります。 

リンクには、「ひこばえグループ」というものがありまして、世田谷区内のたくさんの地

域で高齢者の交流会を実施しています。これは、リンクの設立経緯にも関係してくるもの

です。12 年前になりますが、当時、福祉はまだ｢措置｣の時代でして、やはり「お上がして

下さる」という意識が強く、自分たちの周りにいる困っている人たち、高齢者の方々をど

のようにサポートしていくのか、というところについては区民レベルでの対話がなかなか
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ございませんでした。そのような中、20 歳代から 90 歳代までの幅広い年齢層の人が集まり

まして、「お世話する人、お世話される人」ではない関係づくりを進めようということをテ

ーマに掲げて、20 名ぐらいで活動を始めました。お昼ご飯を作って、地域の問題を話し合

ったり、あるいはもっと簡単にリサイクル小物を作ったり、一緒に歌を歌ったりというこ

とで一日楽しく過ごしましょうという活動を始めたのです。最初、20 名程度で始めたもの

が、今では世田谷の中で 17 箇所、500 人を越える人たちで行っているようになりました。

17 箇所の「ひこばえ」の活動状況は様々でして、1 週間に 1 回開催しているところもあれ

ば、1 ヶ月に 2 回というところもあります。 

今日は、「ひこばえ」にお集まりになっている方たちの、楽しまれているご様子のお写真

を用意いたしました。区内に 17 箇所もありますので、それぞれのグループが独立採算制で

やっております。そのため、参加に要する費用も、全くばらばらでして、お昼の代金も 500

円のところもあれば、750 円のところもあります。ただし共通していることは、「スタッフ

と利用者」という分け方ではなく、参加される方は一律、ゲストも含めて皆お昼代を払っ

ていただくということです。そして、当日参加される方から払っていただいた中でお昼を

全部賄う、という形でやっております。 

「ひこばえ」は 12 年前から始めましたが、その参加者のほとんどが女性でした。その中

で、たまに男の方がいらっしゃるのですが、気がつくといなくなっているような状況でし

た。「ひこばえ」にいらっしゃる男の方は、完全に「お客様」になってお茶が出るのをじっ

と待っている人、周りが女性ばかりなのでサービス精神を発揮して自分の持っている手品

などの芸をサービスしてくれる人というように、大きく 2 種類に分かれるのではないかと

思います。どうも男の方というのは、シャイで女性を意識してしまわれる方が多いようで

すので、そうであれば、男ばかりの「ひこばえ」をつくってしまおうということで、10 箇

所目の「ひこばえ」として始めたのが、「ミニデイ・おとこの台所」というものです。当初、

「おとこの台所」も 4 人でスタートしたのですが、現在では区内 4 箇所、86 名になってい

まして、まるで｢雨後の筍｣のような広がりを見せています。「男の人達は、こんなに自分た

ちの場所づくり、仲間づくりを求めていたのだな」と感じている今日この頃でございます。 

「おとこの台所」では、「お昼をご一緒して皆で楽しく一緒に過ごすだけでなく、料理が

覚えられればもっとよい」「覚えた料理を、奥様や身近な高齢者の女性の方に振舞ってくれ

ればもっとよい」ということで、もう一歩進んで、「世田谷たすけあいネット」というもの

を始めました。これは高齢で一人暮らしの方のたちや、一人暮らしでなくても「日中独居」

という方たちをサポートする、元気な高齢者が元気ではない高齢者をサポートするという

仕組みを作っていきたいということで始めたものです。例えば、ちょっとお困りになって

いて、例えば、だんだん年をとってくると腕や足が思うように上がらなくなってきますか

ら、天井の電球を交換するという作業一つをとっても非常に不便になってくるわけです。

本当に些細なことなのですけれど、元気な人が来てちょっと電球を換えてくださればもう

それで済んでしまう話を、「どこに頼んだらいいのかしら」「遠くに住んでいる息子にわざ
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わざそのようなことで来てもらってよいのかしら」という話になってきてしまいます。そ

こで、世田谷たすけあいネットでは電話でご相談を受付けて、例えば電球交換とか、2 階に

あるベッドを 1 階に下ろすとか、あるいは門扉の外に出てしまった枝を切り落とすとか、

そういう簡単なサービスをさせていただいております。世田谷たすけあいネットは、3 年半

で 179 件のボランティア実績があります。 

それから、2007 年からは「住まいあんしん訪問サービス」や「へや探しお出かけサポー

ト」というような形で、世田谷区と協働しながら事業を始めております。「住まいあんしん

訪問サービス」と「へや探しお出かけサポート」は、高齢になるとなかなかアパートなど

を貸していただけないという状況がありまして、実際に困っている高齢者の方たちがたく

さんいらっしゃいます。そういう方たちのために、NPO 法人リンクが、例えば 1 週間に 1

回はご様子を拝見しに行く、あるいはお電話で安否確認をさせていただく、不動産屋さん

のところにも同行させていただいて「こういう形でサポートしますから是非お部屋を貸し

て下さい」というようなお願いを一緒にさせていただく、という活動を始めています。こ

れは今年の 7 月から実際に始めたばかりですので、具体的には動いていないのですが、こ

れが動くと世田谷区の中で、大家さんと高齢者の方との間を仲立ちしながら NPO がサポー

トするという仕組みができ上がるのではないかというように考えております。 

世田谷区の中には 320 団体の NPO 法人があると申し上げましたけれども、「お金になら

ないから企業がやらない」あるいは「行政も人手が足りなくてそこまで手がまわらない」

というようなところを、一生懸命になって自分たちで気づいた課題を解決するために NPO

法人という仕組みを作って地域の方と一緒に立ち向かっている団体が多数あります。「多

数」と言いますか、ほとんどがそういう NPO なのですが、中には新聞を賑わすような、わ

けの分からない NPO 法人も時々出てくるので、この辺も課題の一つになっています。世田

谷 NPO 法人協議会では、そういうところをサポートしていくというとことをやっています。 

先ほど、松村さんのお話の中で「わけの分からない言葉を使う人は頭が悪い」というお話

がありましたが、まさしく私もそう思います。これは私が言い始めたのではありませんが、

私達の団体は「中間支援団体」と言われています。「中間支援団体」という言葉は、定義が

きちんとしていませんので、「何をするところなのか」ということが区民の皆さんにも、そ

れから中間支援を行っているという団体にも分かりかねているというのが現状です。 

私たちは地域社会の中で本当に必要だと思う活動を作り上げて、その活動を日々行いな

がら、でもこの活動をもう少し区として何とかしてもらえないのかということを、世田谷

区への政策提言というような形でやってきました。例えば、先ほどの「ひこばえ」に関し

て言えば、世田谷区や社会福祉協議会のほうで、「地域支えあい活動」という形で            

2000 年から取り組まれていまして、「ふれあい・いきいきサロン」や「支えあいミニデイ」、

「子育てサロン」に補助が出るようになっています。それから、一番大事なこととしては、

場所作りがあります。例えば、高齢者の方が亡くなられて、それを区の方に家・土地を寄

贈された時に、それをバリアフリーに改修して下さり、そこを社協が管理して下さって、
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高齢者活動をするところに無料で貸して下さるというサービスが、2000 年以降に整いまし

たので、こういった地域での支えあい活動をする団体が 300 や 400 と、もっともっと増え

ていくという状況がございます。私の「ひこばえ」も、2000 年以降に一気に 17 ヶ所にま

で増えていくわけです。やはり区がこうやってきちんと枠を整えて下さると非常に活動は

膨らんでいくということが実証された例だと思っております。 

その背景には、私たちの活動の中でも、保健所を歩いて保健師さんの方に見てもらうと

か、あるいは担当職員の方に食べにきてもらう（もちろんお昼代いただきましたけれども）、

というような形で、こちらの方から色々な働きかけをしながら、「こういうことをしてくれ

たら、私たちがもっとこの活動がやりやすくなるのですよ」ということを再三再四申し上

げてきたわけです。「ひこばえ」はその一例なのですが、区内には 320 もの NPO 法人があ

って、数千の任意団体もあるというように言われていますが、地域の中には、それぞれの

ミッションを持って、ボランタリーな活動をやってらっしゃる皆さんがたくさんいらっし

ゃいます。そこをなんとかスポットライトを当てて、世田谷区の政策にするといった形に

もっていけるような仕組みを作っていきたいと思います。世田谷区では、今年度から「せ

たがや福祉 100 人委員会」というものを作り、区民の意見を広く集めて行こうというよう

な取組をして下さっているということは、非常に評価したいと思います。 

最後になりますけれども、「地域ネットワーク構築」と「地域拠点づくり」というところ

が大切なのだと思っています。やはり大事なのは、先ほどから先生方もおっしゃっている

ように、あるいはパネリストの皆さんがおっしゃっているように、「人と人をどのようにつ

ないでいくか」ということなのだと思います。一番の基本は「人」なのだと思います。や

はり、人と人がしっかりと向き合って、共通言語を使ってきちんと理解を深めていくこと

が重要です。その上で、自分たちの目的のために何をやったらいいかという手法の話にな

ってくるのです。そういうことを、しっかりとお互いに話し合えるような場が必要である

と考えています。世田谷区には 84 万人もの区民がいるわけですから、本当に様々な考え方

があるわけで、その考えをお互い一つの場所に出しながらも、「ではどういう形でお互いに

歩みより、協力し合っていくのか」ということを、しっかりと繋いでいく。これが「地域

ネットワーク構築」と「地域拠点づくり」なのだと思っております。私たち、そしてここ

にお見えになっている皆様も当然そうだと思いますが、そのために一緒に協力し合いなが

ら取り組んでいきたいと考えております。どうも有難うございました。 
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（３） せたがや自治政策研究所からの説明 

 

①研究所の概要と役割 

 

吉田： 

どうも有難うございました。今、お三方のパネリストの方々からご意見を頂戴いたしま

した。それぞれの現場での活動については、それぞれで視点や内容が異なっていると思い

ます。ただ、やはり今お聞きして感じますのは、先ほど光岡さんもおっしゃられましたが、

人と人との繋がりが大切であるということ。当たり前のことですけれども、人それぞれ考

え方も違う、見方も違う。そうした中から話し合いの機会を創ってそれを膨らませていく

ことが大切となります。もしかすると、そういうところのサポート機能を担うのが行政の

役割なのかもしれません。そこで次に、渡邊副所長に自治体シンクタンクの果たしていく

べき役割も含めて、お話いただければと思います。宜しくお願いします。 

 

渡邊： 

皆さんこんにちは。せたがや自治政策研究所副所長の渡邊裕司と申します。よろしくお

願いします。先ほど寄本先生と進士先生から力強いというか、厳しいエールをいただきま

した。せたがや自治政策研究所は、この４月に設置いたしました、いわゆる「自治体内シ

ンクタンク」というものなのですが、「研究所を作ったといって、それが何なのか」と思わ

れず、「研究所を作ってよかった」と思っていただけるように、これから頑張っていきたい

と思っております。 

冒頭に森岡所長からシンクタンクの概要についてのご説明があったのですが、私の方か

らもう少し詳しくご説明して、せたがや自治政策研究所は、当面はこういうものに取り組

んでいきます、こういう役割を果たしていきますというところについてご説明をさせてい

ただきたいと思います。せたがや自治政策研究所は、84 万都市にふさわしい自治体シンク

タンクとして活動します。「ふさわ

しい」ということは何を意味する

のかということは、先ほどの進士

先生のお話を聞いて考えさせられ

ました。先ほど言われました「実

学」あるいは「地域にとって真に

役立つ研究とは何なのか」という

ものをじっくり考えていかなけれ

ばいけないと感じながらお話を伺

っておりました。少し理念的には
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なるのですが、研究所を設置して、何を目指していくのかというところを少しご説明した

いと思います。先ほどもありましたけれど、まだまだ「共通言語」になっていない言葉な

のですが、せたがや自治政策研究所は、「区民・事業者・団体等との協働の推進と区民主体

のまちづくりの一層の発展を目指します」ということを目指す方向として掲げています。 

研究所の運営の考え方なのですが、一つは自治体内に作ったシンクタンクですから、世

田谷区が今後の地方分権や少子化の中で、どういう機能を果たしていかなければいけない

かというところを考えながら、私たちの力を発揮したいということで、中長期的な状況を

展望した基礎的な調査あるいは政策研究により区の政策形成の基盤づくりを図っていきま

す。つまり、区の政策形成の底力を上げていきたいということです。もう一つは、行政の

作ったシンクタンクでありますけれども、地域社会の質を高める「知のネットワーク」を

広げ、政策に活かしていきます。今日のようなシンポジウムの機会であるとか、インター

ネットなどの様々な方法を取りまして、地域の皆さんと意見を交換したり、考えやご意見

をいただきながら、行政、ひいては地域のために活動していきたいという理念を掲げてご

ざいます。 

そのためにはどういう機能・役割を研究所に持たせるのかということですが、4 つの機能

を掲げていまして、研究所として基盤的・基礎的活動である調査･政策研究機能、情報収集・

発信機能、政策立案支援機能、人財育成機能に頑張っていきたいと考えています。そのた

めにどういう考え方で取り組んでいくのかということについきましては、ここはまさに寄

本先生のお話にもありましたが（ちょっと表現の使い方が違っていたかもしれないですけ

れども）、3 つの「市民」の混合する領域ことになるのでしょうか。区民や事業者、それか

ら世田谷区には 14 の大学や色々な研究所がございますのでそういった教育・研究機関、そ

れから私どもの行政という「民」「学」「行」の 3 者が連携する、協働する形でやっていき

たいと考えています。これからの議論のテーマになりますが、区民の方や事業者の方と力

を合わせていくということです。 

ここまでは、行政でも色々な計画を作ったり、政策を立てたりする時に、ある意味では

こういった考え方を取り入れていたのですが、政策研究所では次のような専門性をバック

グラウンドにするということで活動しています。私たちの活動のバックグラウンドとして

は都市社会学、公共政策学、経営学といったような手法を研究の中に取り入れながら、こ

れまでの行政の作ってきた政策とはまた違った視点・切り口で物事を考えていきたい、と

いうように思っております。 

平成 19 年度の活動テーマとしましては、先ほど森岡所長から「この 2 年間は基盤づくり

だ」というお話もありましたが、4 本の調査研究・政策研究を進めています。一つ目は「世

田谷の地域特性の析出」です。実は国勢調査で出た膨大なデータが 5 年に 1 回、区には送

られてきていまして、それを用いた調査を進めています。ちょっと時間的には遅れてくる

のですが、それらのデータを蓄積しまして、後ほど一部ご紹介しますが、世田谷区の地域

というのが今どういう姿にあるのかということを、国勢調査のデータを分析して、それを
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見やすい形にして行政や区民の方に示していくといったようなことを行っております。次

に、こちらのテーマは研究的な意味合いが強いのですが、「少子化と就労女性の支援ネット

ワーク」という調査研究を進めています。今年度は、子育てをしながら働いている女性に

とって地域でのネットワークは何が必要なのかというところを少し研究しているところで

す。次は政策研究ということで「世田谷の魅力を高めるまちづくり」というものがありま

す。まさにその具体的な取組として、進士先生から「せたがや百景」というお話があった

のですが、世田谷の持っている資産・資源をもう一度色々な角度から見直してみようとい

うことです。最後の一つは「地域活動を基盤にした協働社会のあり方」です。これは本日

のテーマに直接関わるのですが、地域活動というものをもう一度捉え直して、これからの

団塊世代の方に対する活動支援とか、また、地域で活動している方にどういう点が今後求

められているのかというところについて研究していくということで進めています。19 年度

については、主なテーマとしてこの 4 つの調査研究・政策研究を進めています。 

それ以外も地方分権など、行政を取り巻く色々な動きがあります。それらの情報を区民

の方、また、庁内の職員に提供しながら、世田谷区を取り巻く動向というものをタイムリ

ーにお伝えしていくなどの役割を果たしたいと考えております。以上、私ども、せたがや

自治政策研究所の役割ということでご説明させていただきました。 

 

②世田谷区の現状分析～統計データを用いて 

 

吉田： 

どうも有難うございました。今、渡邊副所長から、シンクタンクの果たすべき機能を具

体的にご説明いただきました。総じてお話を伺っていて感じますのは、先ほどから「84 万

人」という区民の数が出てきておりますけれども、これは大変な資源ではないかと思いま

す。当然、個々の市民がそれぞれ生活して行動しているわけですが、その方たちが日々、

世田谷という地域の中で色々な繋がり方をしてパワーを発揮すると、これは面白いことが

できるのではないかと思います。 

ただ議論するにあたって、もう少し具体的に、世田谷区という地域がどような現状にあ

るかというところを、もう少し渡邊副所長にデータを用いてらご説明いただければと思い

ます。 

なお、先ほども申しましたように事前にお渡ししてある質問票について、すでにお書き

になられていましたら、是非回収させていただきたいと思っております。時間の都合もご

ざいますので、できるだけ早めに拝見させていただいて、パネリストの方々に適宜振り当

てられればと思います。それでは渡邊副所長、よろしくお願い致します。 
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渡邊： 

それでは、私どもが今整理しているデータの一部や、区で実施している区民意識調査な

どのデータをご紹介しながら、協働や地域活動の議論の参考になるものを示していきたい

と思います。まず基本的なところになりますが、人口の総数ですが、「84 万都市」とあった

のは、これは国勢調査の数字で、住民基本台帳上は約 82 万 5,000 人ということになります。

また、世帯数が約 42 万 9,000 ということで、世田谷区ではバブル崩壊から立ち直って以降、

人口が増えているのですが、世帯数も増えている状況にあります。単純に言うと「単身世

帯が増加している」という状況にあります。東京都の平均では、約 45％程度が単身世帯だ

そうですが、正式な数は出ていないのですが、世田谷はそれをやや上回るだろうという状

況です。この世帯構成という観点は、今年の国民生活白書の「つながりが築く豊かな国民

生活」というところの調査項目に入っていまして、「世帯構成が地域活動に影響を与える」

というような分析が白書の中で出されています。 

そういう関係もありまして、どういう世田谷区ではどういった世帯構成になっているの

かということを先にお話します。ご覧いただきますと、夫婦のみの世帯が増えています。

ご存知のように、高齢社会が進むに従って夫婦のみの世帯が増えるという状況があります。

また、夫婦と子どもの世帯が、ここ数年は減少傾向にあるという状況も見られます。先ほ

ど長島会長からお話がありましたが、町会の様々な活動には、子供が一緒に楽しめる活動

や家族皆で楽しめる活動というものがあって、そういうものを皆でバックアップして一緒

に参加していこうということになると思いますが、そういった土台となる世帯というのが

世田谷は減ってきているのではないかということが言われています。 

次が人口構成の推移ということで、これは概ね皆さんはご存知の傾向だと思います。世

田谷区では高齢化率が 17.5%ということで増えてきていまして、0 歳から 15 歳の子供の数

を見ると、平成 12 年以降はほぼ 10.8%や 10.9%とほとんど変わっていないのですが、人口

が増えている中で割合がほとんど変わっていないということは、減っているということで

す。特に世田谷区は、「特殊出生率」という女性の方が生涯に生むお子さんの数が 0.79 とい

うことで、都内でも最低なのですが、実は小学校・中学校の児童数・生徒数というのはや

や微増傾向にあります。ですから、世田谷でも少子化が進んでいるとはいっても、その内

容というのは、やはり年齢階層ごとにきちんと捉えていかないと、どういうところにター

ゲットをあてて政策を推進していくのかというところを誤ってしまうのかなということも

あります。 

私たちの研究所の役割としては、今日はそのほんの一端をご紹介しましたが、これから

こういった分析を進めていかなければいけないと思っています。それから高齢者の数につ

いてですが、これはどちらかというと年齢階層というよりも、健康という視点が重要だと

考えています。高齢者が増えること自体は別に悪いことではなく、健康な高齢者が増える

ということは地域にとってもいいことだと思います。高齢者の皆さんが持っている経験や
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知識というものは、地域の資産として非常に価値の高いものだと思います。高齢化という

大きなトレンドを変えられない以上、「元気な高齢者を増やす」ということを、今後取り組

んでいかなければならないのではないかと考えています。 

次にお示しするのが、世田谷区の人口移動に関するグラフです。転出・転入の状況を示

していますが、特に昨年・今年あたりは、1,000 世帯を越す大規模マンションがいくつも建

築されていますので、区への転入は増えてきているというような状況になっています。こ

れは今回分析できていないのですが、一体どういう年齢層の人口移動が大きいのか、とい

うことは実は大きな課題になると思います。若い人が世田谷に魅力を感じて生活していた

だくためには、松村さんのような活動がもっと展開する必要があるのではないかと考えて

おります。 

次にご紹介するのが、皆さんよくご存知の人口のピラミッド構造図です。世田谷区は、

当面 10 年くらいは国平均と比べて、あながち悪い形ではないのではないかと思います。一

応「高齢者」といわれている 65 歳でラインを引いてみますと、だいたい 20 代～50 代の方

の層で非常に厚みがあることが分かります。平成 27 年まではこういう厚みのある層が世田

谷区にはあるということですので、これらの方たちが地域活動により参加していただくと

いうことになれば、高齢者になっても元気な状態を維持したり、地域の活動が活発になっ

たりしていくのではないかと思います。これらの年代は、地域活動に参加するのに非常に

高いハードルがある層なのですが、区としても取り組む必要があるのではないかと考えて

おります。 

次に単身世帯の分布図ですが、これは平成 12 年度の国勢調査のデータを分析したもので

す。今日は 1～2 枚しかお見せできてないのですが、国勢調査のデータというのは、ものす

ごい量の数字の羅列です。それをこのように地図化したり、500m 単位で区切ったりして、

地域の特性や課題を分析して、インターネットなどを通じて、区民の皆さんにも地域の状

況をお伝えしていきたいと思っています。単身世帯だけを少し詳しく見てみますと、北沢

地域のあたりが、全体に比べてやや濃い状態です。こういった地域には、若い人向けの住

宅も多いというふうに推察されます。ここは、本当はもっと詳しく分析しなければいけな

いところですけれど、データを細かく分析していくことによって、このようなことができ

るという側面をお見せした次第です。 

年少人口、つまり子供の数の分布図ですが、先ほどの単身世帯とマッチするところが多

くあります。というのは、まさに単身世帯イコール子供のいない世帯ということで当然な

のですが、恐らく住宅環境がそういうものになっているのではないかと想像されます。逆

に高齢者の方の分布図もご紹介します。もともと世田谷区には高齢者の方の住まいが集中

的にあるという傾向が分かっていたのですが、それ国勢調査から見てみますと、いわゆる

昔からある住宅街である代沢地域などが高くなっています。また、烏山地域はマンション

がどんどんでき若い人が増えている地域であるため、生徒数がものすごく膨らんで校舎を

もっと拡大しなければいけない地域だと思っていたのですが、意外にも高齢化率が 16％以
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上という比較的高い割合でありました。まさにここも、地域活動を考える上では、非常に

重要なポイントではないかと思います。 

そういった年齢階層や人口構造の中で、区民の方が一体どれくらい地域活動に関心を持

っているのかということが、今年の区民意識調査で調査されています。そのデータを簡単

に示してあります。これは 20 歳以上の方、2,000 人を無作為抽出しているのですが、1,412

人の分布でおさえています。「（地域活動を）行っていないし、今後参加したいと思わない」

というのが 51.3%。「（地域活動を）今は行っていないが、今後参加してみたい」が 35.3％。

「（地域活動を）行っている」というのは 12.9％という結果になっています。これは当然

20 歳以上の方を無作為抽出しているものですから、高齢者や中高年を中心に聞けば、実は

もっと高いのではと感じてはいます。やや古くて申し訳ないですが、平成 13 年に私が事務

局を担当して、高齢者向け福祉ニーズ調査というものを行った時には、この世論調査とは

調査項目の表現が異なっているのですが、その時 65 歳以上の方に聞いたら、「ボランティ

ア活動をやりたくない」という回答が 64％ありました。光岡さんや長島さんなど色々と地

域で活動されている方たちの効果で、たぶん今はもっとこれが低くなっていて、恐らくこ

のデータを年齢階層で補正かけてみれば、きちんと下がっているのではと思います。しか

しながら、意外にも平成 13 年当時では、高齢者の方の地域活動への関心は高くなかったと

いう結果が出ています。 

その年齢階層で区民意識調査の結果を見てみますと、高齢者向け福祉ニーズ調査の同じ

ような項目と比較して、数字が良くなっているのが分かります。高齢者の方、特に男性の

方は、地域活動への参加の希望は低いのですが、先ほど 64％程度だと言っていた「活動を

やりたくない」という結果が、50％台に下がっているという状況があります。世田谷区民

の方が長年やってきた活動が浸透しているのではないかいうことが窺えるところです。た

だし、これからもっとこういう方々に社会参加していただく必要性があるのではないかと

いうことは感じています。例えば、町会活動への参加ですとか、高齢者の方の色々な地域

活動への参加率というものは、もっともっと高めていかなければいけないのではないかと

考えております。 

続いて、居住期間と地域活動の関係ですが、世田谷区は流動人口も多いですが、居住年

数が長い方も多くいらっしゃいます。例えば区内に 20 年以上お住まいの方で「地域活動を

行っている」という方が 16％、居住年数が 6 年～20 年になるとそれが 10％弱というふう

になります。3 年未満というより短期間の方だと 5％ということで、やはり新しい住民の方

が、すぐに地域活動に参加するには色々な面でまだ難しい面があるのか、それとももっと

もっと積極的にアプローチしなければいけないのか、依然として課題が残っているように

感じているところでございます。ただ「今後地域活動をしてみたい」という回答は非常に

多くあります。居住年数が 3 年未満の方でも、約半数の方がそう思っていますので、積極

的なアプローチがやはり必要なのではないかと思います。 

そして町会・自治会などの活動への参加状況ですが、町会や自治会、民生委員などの地
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域活動に関わっている方が 43.4％、ここ NPO やボランティアなどの比較的新しい形での参

加が 25.8％、そして今後地域活動の中心となることが期待されているコミュニティビジネ

スについて、イギリスでは法的なバックアップ体制ができているようですが、世田谷区で

はまだまだ 4.4％と低い状態です。恐らく団塊世代の方などが地域に戻られた時は、こうい

う数字がぐんと伸びてくるというようにも予測しています。 

一応こういう形で、今回のパネルディスカッションのテーマに関わるところをご紹介致

しました。お手元にはやや小さくて申し訳ないですが、プリントしたものもお配りしてい

ます。このような様々なデータを分析・整理して、こういう場を通じて提供していけたら

と考えております。 
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（４） 質疑応答 

 

吉田： 

どうも有難うございました。ただ今、質問票を回収しておりましたが、予想外に大変多

くの数の質問票を頂いております。私の経験ですと、大抵こうしたシンポジウムでは 1～2

枚で終わりということもあります。大変熱心にお聞きいただいているようですね。中には

大変難しい質問もいただいています。皆さんからのご質問にお答えするべく短時間に全部

を整理するのは大変難しいところなのですが、敢えて少しまとめさせいただきながらお伺

いしていきたいと思っております。  

まず長島会長にご質問があるのですが、「町のリーダーとしての役割を果たすためのコツ

を教えて欲しい」といったご質問です。つまり、「たくさんの色々な人たちがいる中で、ど

うやってそれをまとめていくのか」ということですね。それに加えて私からの質問でもあ

るのですが、先ほど渡邊副所長からも世

田谷区の実情がデータで示されたとおり、

恐らく会長がお住まいの地域にもたくさ

んの新しい住民が入ってこられているの

ではないかと思います。そういう方たち

を巻き込んでいくことも含めながら、「町

のリーダーとしてどうあるべきか」とい

うところについて、是非お考えをお聞か

せいただきたいと思います。よろしくお

願い致します。 

 

長島： 

私達の町は、これからまだどんどん人口が増えます。この間まであった大きな家が、い

つの間にか無くなって、そこに 9 軒 10 軒の戸建てがどんどん建っていました。必ずその周

りには私たちの町会の役員さんがおりますので、「誰か言葉をかけてよ、誰でもいいから一

人掴んでよ」というふうに言っています。全部は大変だとしても、一人だけでも仲良しに

なれば、必ず町会に入ってくれます。やはり言葉かけること、ニコっと笑って挨拶をする

ことが大切なのだと思います。これを私はいつも言っているのです。以上でございます。 

 

吉田： 

大変シンプルで分かりやすかったです。有難うございます。実は経済産業省でも、行政

や企業で若い人たちを使うのは非常に難しいと考えていて、その主たる原因として挨拶な

どの「社会人基礎能力」が足りない、という問題意識を持っています。文部科学省も教育
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の側面から同じようなことを考えているようです。まさに長島会長がおっしゃられたよう

に、やはり人間は基礎的なコミュニケーションのあり方が大切なのだということだと思い

ます。どうも有難うございます。 

それから、松村さんへのご質問ですが、よろしいでしょうか。一つ目は、「仕事を作る」

というのは一般には大変難しいことですがそれを具体的にどうおやりになるのかというこ

とです。もう一つは、これは私からの質問でもあるのですが、松村さんは先ほどお話にな

られたように、若い方々とのたくさんの交流があるのではないかと推察しております。や

はり若い方たちの活動のパワーというものは、色々な意味で必要であると思います。そう

いった方たちの巻き込み方について、教えていただけたらと思います。 

 

松村： 

まず「仕事を作るのが大変か」という話は、それはとんでもない大間違いで、むしろそ

の方にお聞きしたいのですが、何を根拠に「大変だ」とおっしゃっているのでしょうか。

私が思うのは、確かにここ 50～60 年間で大変になったことは認めます。要は、会社がいっ

ぱいできて、皆さんが「いい学校に入って、いい会社に入って」というように子供の頃か

ら教育されてきたので、「会社に入ることがいいこと」になってしまっています。家でもそ

ういわれるし、学校の先生からも言われるので、「それがよい」と思うわけです。そこから

外れて無職になったり、あるいは何かに挑戦して食べるのにも困るようになったりしては

いけないという考えです。 

では 100 年前はどうだったかというと、100 年前は会社と呼べるようなものはほとんど

無くて、恐らく丁稚奉公でも行くか、修行でもするか、あるいは何か商売を覚えてやって

いたのだと思います。私は農業も同じだと思います。専業農家というものは、最近になっ

てできた妄想であって、昔は色々なことをやりなが

ら、何とかしてやっていたのだと思うのです。私が

言う「仕事を作る」というのは、そういう意味です。 

ですから、今あるような立派な会社を作るという

ようなことは、私は教えられないのですが、「会社

というものが無かった時代の方が、会社がある時代

よりも何十倍も長いのですから、そんな気にするこ

とはない」というような考えで、それを私はやって

みようと自分思って、今、色々なことに取り組んで

いるわけです。 

「若い人の心をつかむ」というお話もいただきま

したが、先ほどのお話の中でもしましたが、私が言

っている「若い人」というのは、「気の若い人」の

ことでして、あまり年齢は関係ありません。ですか
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ら、年齢が若くても気持ちが年寄りじみた人とは、私はあまり仲良くなれないし、私の知

っている中で、年を取っていても、とても元気で、どんどん人と交流する人もいます。あ

まりお答えになってないのですが、そういう意味で、「年が若い人を集める秘策はなんです

か」と言われますと、私もよく分かりません。私が普段お付き合いしているのは、「気の若

い人」です。誉めたり、そそのかしたりと、長島会長の真似のようなことをやってみたり

しています。 

 

吉田： 

はい、どうも有難うございます。「気が若い」ということですね。地方の中山間地域でも、

元気な自治体というのは、結構お年寄りの方も色々な知恵を出して、若者顔負けの行動力

を示すということがよくあります。どうも有難うございました。 

 それから光岡さんへのご質問ですが、よろしいでしょうか。まず、NPO 法人リンクです

が、これを作られる過程では大変なご苦労もあったかと思います。ただ「協働」といって

も、民間サイドは、あまりにもヒト・モノ・カネが不足している状況があるかと推察しま

すが、行政との（これはあまりいい意味ではありませんが）「ひもつき」の状態を排除しな

がら進めていくにはどうしたらよいでしょうか、というご質問です。それから、私からの

質問なのですが、恐らく、今までご苦労されてネットワークをお作りになってきて、ある

程度の段階まできたのではないかと思うのですが、次の新しい世代に引き渡していくこと

を考えた場合、そのためには、恐らく行政や地域の協力が必要になるかと思います。この

あたりについても、お考えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

光岡： 

大変難しい質問をいただいたようなのですが、いつも思っていることは、「見えないお金」

はいけないということです。補助金とか、そういう類のお金は、わりと見えにくい、分か

りにくいものだと思っています。私たちは必ず公募になっているお金を取りにいくように

しています。例えば事業委託でも

そうですし、いわいる協働事業で

もそうです。「見えないお金」や「ど

こか知らないところで動いている

お金」については、私たちは「一

市民」としてそれらは絶対貰わな

いようにしています。確かに、鼻

の先に「人参」をぶら下げたら、

人間誰しも弱いのですが、それを

食べてしまったら、それこそ自分

たちの存在価値が無くなるという
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ぐらいに皆思っていれば、絶対に大丈夫だと私は思っています。 

 それから世代交代についてのお話ですが、これはとても困っていまして、何かよい方法

があったら教えて欲しいと思っているくらいです。私の考えとしては、「同じことを 10 年

はやってはいけない」ということです。10 年も同じことをしていると、最初は素人でも、

そのうちプロやセミプロになってしまって、結局、周りの人たちが持ち上げてしまいます。

それは絶対に望ましいことではないと思っています。確かに、10 年やっている人がやり続

ければ、物事はとんとん拍子で進んでいきますけれども、やはりもう一度がイチから作り

直して、また、違う新しいパワーを使っていく必要があるのだと思います。そこから、新

しいやり方が見えてくると思うのです。世田谷区は、本当に人材豊富ですし、世田谷区だ

けではないと思いますが、どこにでも有能な人材、あるいは熱い志を持った人材はたくさ

んいるわけですから、そういう人たちが活躍するためのステージを空けておくということ

も、大事なのではないかと思っております。お答えになっているかどうかは分かりません

が、以上です。 

 

吉田： 

はい、どうも有難うございます。次にお三方に共通の質問があります。今までの議論と

ある程度つながっているところもあるのですが、「協働」という言葉はについて、冒頭で「共

通言語になっていない」と申し上げましたが、人によって解釈の仕方が違うと思うのです。

今回は「協働」という言葉を使っていますが、「共同」や「協同」というような言葉もあり

ます。時代によって、定義も違ってくるのかもしれません。この「協働」というものを考

える時に、恐らくどの自治体でも、色々な条例や基本計画の中にそういった言葉を散りば

めていると思います。「言葉では分かりました」と「理想もある程度分かります」というと

ころまではいったとしても、「具体的どうやって進めていくのか」ということになると、結

構知恵を絞らなければいけないと思うのです。 

そこでご質問なのですが、これは実際に計画作りをやってらっしゃる方からのご質問の

ような感じがしますが、地域住民にもっともっと関心を持ってもらう、協働の行動に移し

てもらうためにはどのようにしたらよいでしょうかというご質問です。今度は、松村さん

からお願いします。 

 

松村： 

 それ大変重要な問題だと思って自信を持ってお答えしたいのですが、「協働する」という

ことははっきりしていまして、「目的を共有すること」だと思うのです。例えば、「富士山

のてっぺんに登りたい」というような、目的を持って、私と世田谷区役所が「富士山のて

っぺんに 1 月 1 日に登ろう」ということを決めれば、私が歩いて上ろうが、世田谷区役所

がタクシーで行こうが、とにかく一緒にそこにたどり着く、というのが協働であると私は

イメージしております。 
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そうでないと協働の意味がないのだと思うのです。何かの目的を達成するために、あの

手この手とやりたいから協働をするのだと思うのです。ですから、「やり方」を相談する必

要なくて、目的をしっかり作ることが大切なのだと思います。しかも、その目的は具体的

に、分かりやすく作る必要です。そうでないと、協働はあり得ないと思います。地域の人

たちに声をかける時も、分かりやすく声をかけないといけないのだと思います。 

 

吉田： 

はい、どうも有難うございます。続いて光岡さんよろしくお願いいたします。 

 

光岡： 

今、松村さんのお話を懐かしく聞いていました。私は生活協同組合の理事を 6 年間やっ

ていたのですが、その時にいつも言われたことは、一つの山を登る時には、5 つも 6 つも登

り口があって、登り方はそれぞれ別でも「頂上を目指す」ということは同じだから、頂上

に集えばよいのだということです。そのなかで私が思ったことは、「頂上を目指すのは分か

ったけれど、あなたはどの道に行くのか」というようなことは、事前に明確にしてほしい

ということです。例えば「何時までに行くのか」とか「半日かけて行くのか、一日かけて

行くのか」、「どこの道を誰が行くのか」といったようなことは、やはり前もって考えてい

ないといけないのではないかということです。先ほども「共通言語」と申し上げたのです

けど、大切なのは共通の認識です。やはり、きちんと先に確認しあってから進んでいく、

それが協働の原理・原則なのだろうと思っております。 

 

吉田： 

はい、どうも有難うございます。では長島会長、よろしくお願い致します。 

 

長島： 

 ご回答になるかどうか分かりませんが、私は先ほどからお話しているとおり、やはり「町

は一本化しなくてはいけない」といつも思っています。では「学校はどうなのか」と皆さ

ん思うでしょう。10 年ぐらい前までは、学

校は私の方を向いてくれませんでした。そ

れではいけないと思いましたので、PTA を

含めて学校の皆さんと全部仲良くしていま

す。野球クラブなどにも、わたしはどんど

ん顔を出しに行きます。そして、仲良くな

ります。そうすると、一緒になって楽しみ

が沸いてくるようになるのです。 

ですから、私たちが防災訓練をやっても、
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「PTA の皆さん、悪いけど今度は 100 人集めてよ」というと、PTA の皆さんが必ずやって

きて、カメラを持って子供さんを連れてきます。それが最初の第一段階だと思うのです。

防災訓練というのは、やはり子供さんを喜ばせないといけない。大人はそれを分かってい

るのですが、うまくできていない。私達の町には青年会がありますが、45 歳になるとどん

どん辞めていきます。そのままにしておくのはいけないから、OB 会を作ってあります。青

年会のほうも、やがて人がいなくなってしまうだろうと思うと、毎年不思議なほど入って

きます。それが新しく八幡山に来た人たちです。「いい町にきた」と、皆さん喜んでくれて、

参加してくれます。ご回答になっておらず、すみません。 

 

吉田： 

 有難うございます。最後に渡邊副所長宛に質問が来ています。それは私もそのとおりで

あると思って、声を大にして副所長にお聞きしたいところです。地域特性の析出などの研

究テーマはすばらしいですが、それだけではなく、地域にいる人材などの知的な資源、地

域資源を発揮することが大事なのではないかというご意見で、そのための方法論は何かお

考えですか、というご質問が 1 点です。 

２点目は、シンクタンクが調査研究をある程度進めていくと、成果物が出てくると思う

のですが、それをどういう形で公開するのですかというご質問です。例えば、ホームペー

ジ等での公開もあると想定されますが、成果物を掲載するだけだと有効ではないのではな

いか、恐らくそれくらいのことは他のシンクタンクでもやっているのではないですか、と

いうご質問だと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

渡邊： 

一点目の地域資源を発掘する方法については、それがまさに私どもがこういう場を通じ

て学んでいきたいということです。まだ生まれたての私たちが言えることは、「ここには、

こういう人がいる」「ここには、こういう資源がある」ということは分かりませんので、や

はり今後も色々な機会を創って、PR 活動をしていきたいということです。こちらからの動

きを、まずはどんどんと発信して、それに応じて来た方に対してまたアプローチをしてい

くということを積み重ねていくしかないのではないかと思っています。今、私たちが考え

ていることですが、今日のシンポジウムのような機会は、毎年創っていきたいと思ってい

ます。今日もいくつかのヒントをいただいたような気がします。 

次に成果物の公開についてですが、これはまさに私たちの責任です。ホームページでそ

れを見ていただくこと自体はなかなか難しく、区のホームページは、一般企業が作ってい

るものと比べると、やや使いづらいという点もあります。これは、色々なシンクタンクの

人たちと交流しながら教えてもらっているところですが、今、私たちが考えているのは、

政策研究の冊子を作ろうということです。本として見える形にして、無料でできるかどう

か分かりませんが、成果として配布するということです。また、こういうシンポジウムも
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そうですが、色々な学会や研究会に参加して、せたがや自治政策研究所という名前を使っ

て活動すること。一つの方法だけでは、区民の方に広く知っていただくというのは難しい

と思っていますので、色々な方法を使って活動をしていきたいと考えています。その前に、

しっかりとした成果物を出せるよう、研究を着実に進めたいと思っております。 

 



 

 52 

 

（５） パネリストから、せたがや自治政策研究所へのエール 

 

吉田： 

有難うございます。それでは最後になりまして恐縮ですが、お一人 30 秒程度で、せたが

や自治政策研究所に対してエールを贈っていただきたいと思っています。あるいは、課題

を突きつけていただいても結構です。まずは光岡さんからお願いします。 

 

光岡： 

 一言で、ワンフレーズで済むのですが、「分かりやすく」ということをお願いしたいと思

います。それだけです。 

 

松村： 

是非とも申し上げたいと思っていたのが、今日お見せしたプランの中で、いくつか渋谷

区でやっているものや夕張市に提案したものがありましたが、それら実は数字に基づいて

いるのです。皆さんには、やはり数字の大切さを知っていただきたいし、特にシンクタン

クでは特にそれを一貫していただきたいです。 

なぜ渋谷区では、渋谷区政を区民に知らせようとしているのかといいますと、渋谷区に

は夜間人口は 19 万 5 千人ですが、昼間人口は 55 万人です。ですから「渋谷区民」は、夜

間人口 19 万 5 千人だけでなく、昼間働いている 55 万人、遊びに来る人を含めると 100 万

人のまちなのです。そう考えると、「19 万 5 千人だけを相手に説明して、渋谷のまちづくり

はできるか｣というのが、が提案の方針でした。 

また夕張市で「市役所を辞める人を働かせよう」提案したのは、夕張市はもともと 13 万

人のまちに大きな市役所を作ったのですが、今では 1 万人のまちになってしまったので、

実際にはあのような大きい市役所は要らないのです。市役所の人たちが半分いなくなると、

タクシー会社もお客さんがいなくなってしまう。実は夕張市最大の「企業」は市役所なの

です。ですから、市役所が無くなってしまうよりは、退職した人でも構わないからそこに

踏みとどまって退職金を資本金にして、夕張の人たちのために使いなさいという提案をし

ました。そういう提案をしたのは、すごく大雑把ですが、数字がもとになっています。他

と比較したり、昼と夜とを比較したりというように、数字を使って是非色々とやっていた

だければよいと思います。 

 

吉田： 

 はい、有難うございます。では長島会長お願いします。 
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長島： 

 また順番が回って参りました。よろしくお願いします。今、色々皆さんのお話を聞いて

いると、本当に私たちは自分の足元だけを見ておりました。まずは自分の住むまち、そし

て大きく見て世田谷区。でも、今日の話を聞いて、外のことが分かりました。これからの

世の中は、もう一歩前進しなくてはいけないのではないかと思います。昔のままではいけ

ない。この辺でも、「かつては田んぼがあって、川があって、山があって」という昔話もあ

りますが、それでもやはり、「今の話」をしていかないと皆に置いていかれてしまうのだな

と、そう思っております。今日は大変勉強になりました。皆さんの顔を見ていると、皆さ

ん、とても明るいです。私も、今日で 20 歳くらい若くなりました。どうも有難うございま

した。お願いいたします。 

 

（６） おわりに 

 

吉田： 

どうも有難うございました。ここでまとめさせていただきます。せたがや自治政策研究

所のような、いわゆる「自治体シンクタンク」については、約 30 の自治体でそういう機能

をお持ちになっています。23 区では、まず世田谷区と中野区が今年の 4 月からスタートさ

せており、ある意味では 23 区の「トップランナー」になります。当然トップを走っていま

すので、色々な課題に突き当たりますし、智慧と労力の要る大変な側面がたくさんありま

す。今日のシンポジウムでも、「協働」といっても「よく分からない」「共通に議論ができ

ない」というお話がありました。そうしたことを、一つひとつ、ここにいらっしゃる方も

含めて、84 万人という大変な数のパートナーがいるわけですから、そういった方たちとの

「知の交流」を踏まえながら、進めていく形になっていくことが望ましいと考えておりま

す。 

「トップランナー」はそういう新しい姿を切り拓く責任もありますけれども、また同時

に「我々が最初なのだ」ということで、ディファクト・スタンダード（事実上の基準）を

作ることができます。ですから、世田谷区のやることを全国の基礎自治体の方が見ている

のだ、という思いで、森岡所長以下、職員の皆様方には是非頑張っていただきたいと思っ

ております。それでは時間を超過いたしましたが、ディスカッションはこれで終了させて

いただきます。どうも有難うございました。 
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1.7 閉会挨拶（石濱信一 世田谷区政策経営部長） 

 

閉会挨拶 世田谷区 政策経営部長 石濱信一 

 

どうも皆様、今日はお忙しいところをおいで下さいまして有難うございました。今日、

ご講演をいただきました先生方、また、パネルディスカッションにご参加いただきました

皆様、大変貴重なお話をいただきました。本当に有難うございました。  

せたがた自治政策研究所は、スタートしてからまだ 7 ヶ月ちょっとですが、できるだけ

早い時期に、大空に羽ばたけるように頑張っていきたいと思っておりますので、今後とも

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。より一層のご支援とご鞭撻をお願い申し上げま

して、閉会の挨拶とさせていただきます。有難うございました。 
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2 付属資料 
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